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電子政府の推進体制

内閣官房（IT総合戦略室）
IT戦略の策定・総合調整

政府共通ネットワーク(NW)

… … ……

政府情報システムの集約基盤

94億円
同整備経費：23億円

官職用の電子証明書の発行
他の認証局等との相互認証

15億円

国家公務員ICカード身分証
の情報管理・府省間共有

0.09億円

府省間の通信網

22億円

IT総合戦略室 総務省
（行政管理局）

人
事
給
与

旅
費

カッコ内の金額は電子政府関連事業（政府情報システム基盤整備）154億円（28年度実績。一般会計）の内訳

府省共通システム 個別システム

…

政府共通プラットフォーム(PF)

政府認証基盤(GPKI)
ICカード

Ａ省 Ｂ省 Ｃ省

各システム・業務のBPRの支援

※103億円は特別会計含む
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電子政府関連事業（政府情報システム基盤整備）
予算額・
執行額

（単位:百万円）

26年度 27年度 28年度 29年度（予算額）

9,666 11,389 15,412 17,105

＜PF＞
予算額・
執行額

（単位:百万円）

26年度 27年度 28年度 29年度

執行額 4,235 7,165 9,392 12,172

この他特会 672 813 899 1,036

＜PF整備経費＞
予算額・
執行額

（単位:百万円）

26年度 27年度 28年度 29年度

執行額 1,692 737 2,324 846

＜NW＞
予算額・
執行額

（単位:百万円）

26年度 27年度 28年度 29年度

執行額 1,522 1,705 2,145 2,732

＜GPKI＞
予算額・
執行額

（単位:百万円）

26年度 27年度 28年度 29年度

執行額 1,459 1,519 1,543 1,346

＜ICカード＞
予算額・
執行額

（単位:百万円）

26年度 27年度 28年度 29年度

執行額 32 9 9 9

２



政府共通プラットフォームのイメージ

「府省共通システム」や「各府省が個別に整備・運用している中小規模のシステム」を中心に投資対効果を踏まえて集約化し、
政府全体としてのシステム経費の効率化やセキュリティの向上を図るための一方策（他の方策例：システムの統廃合、民間クラウドの活用）

運
用
・
監
視
体
制

リ
ソ
ー
ス
使
用
量

フ
ァ
イ
ア
ー
ウ
ォ
ー
ル
等

Aシステム Bシステム Cシステム

設置なし
ウィルス対策

各システムごとにファイアーウォールの設置等が必要各システムごとにファイアーウォールの設置等が必要

各システムごとに運用・監視体制を整備することが必要各システムごとに運用・監視体制を整備することが必要

各システムごとにピークに応じたリソースを準備することが必要各システムごとにピークに応じたリソースを準備することが必要

CPU使用率
平均70%

リソースの共用によるサーバ等の台数削減リソースの共用によるサーバ等の台数削減

CPU使用率
平均70%

運用監視の一元化による運用要員の削減、監視強化運用監視の一元化による運用要員の削減、監視強化

ファイアーウォール等の統一的な整備による底上げファイアーウォール等の統一的な整備による底上げ

ファイアー
ウォール設置 ファイアー

ウォール設置 ウィルス対策

不正侵入対策

CPU使用率
平均30%

CPU使用率
平均40%

政
府
共
通
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
移
行
す
る
と
・
・
・
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PF
運用経費

（実績）（億円）
システム数 システム数

運用経費削減額
（見込）（億円） 政府全体

PF PF以外

費用対効果を踏まえたシステムの構
築・刷新を進める。この一環として、
（中略）「政府共通プラットフォーム」
により、各府省別々に構築・運用して
いる政府情報システムの統合・集約
化を進める。（H22 IT戦略本部決定）

原則として、すべての情報システムを
対象に統合・集約化を図ることとする。
（「政府共通プラットフォームの整備方
針」H23 IT戦略本部決定）

－ －
H22
～

H24
1,450

業務の見直しも踏まえた大規模な刷
新が必要なシステム等特別な検討を
要するものを除き、2021年度（平成33
年度）を目途に原則全ての政府情報
システムをクラウド化（IT国家創造宣
言 H25 閣議決定）

32.2
（H24補正繰越含む）

４ H25 1,238 0.1

2018年度（平成30年度）までに現在
の情報システム数（2012年度（平成
24年度）：約1,500）を半数近くまで
削減するほか、（中略） 運用コスト
を圧縮する（3割減を目指す）。（IT
国家創造宣言 H25 閣議決定）

政府共通プラットフォームへの移行を
進めるに当たっては、その投資対効
果の検証を徹底する。（IT 国家創造
宣言 工程表 H28 IT戦略本部決定）

102.9
（H27補正繰越含む）

69 H28 880 28 333

国において直接保有・管理する必要
がある政府情報システムについては、
標準化・共通化を図るとともに、投資
対効果の検証を徹底した上で、政府
共通プラットフォームへの移行を推進。
（IT 国家創造宣言・官デ基本計画

H29．５月閣議決定）

132.1 103 H29 770
32

424

－ 191 H30 556 34 519

－ 270 H33 451 30 1,099

政府共通プラットフォームの経緯と推移

H25.3～ PFの運用開始

H28『政府情報システム改革ロードマップ』等における見込み
であり、今後、投資対効果を検証するので、減少する見込み。

基準年からの削減状況であり、主としてシステ
ム統廃合により実現。基準設定後の新規シス
テムはカウント外。以下同じ。

約4000億円
（PF含む全体の運用経費）

左記同様、今後変動。

26

(予算)

H28時点の計画値であり、今後変動あり。
・システム数：H28『政府情報システム改革ロードマップ』 （CIO連絡会議決定）
・運用経費削減額（PF）：H28『政府情報システム投資計画』（CIO連絡会議決定）
・〃（PF以外）：府省ごとのコスト削減計画を取りまとめたもの（H28.12時点）

４



政府共通プラットフォームの運用経費の見直しについて
費用構造 見直しの視点

（これまで業務のピーク時にシステムが停止しないよう安定稼働を前提としてリソー
スを準備してきたが、運用開始から４年経過したことを踏まえ）

• 使用実績を確認することにより、サーバ等の共用が可能
かどうか検証する。

（運用開始後のソフトウェアの機能向上を踏まえ）

• 現行ソフトウェアと同等他種を比較・検討し、より費用
対効果の高いものに代替できないか改めて検証する。

• 事業者がどのような障害対応・問合せ等に対応したのか、
対応に要した時間はどの程度か、どれだけの人員・手順
で対応したのかなど詳細に把握・分析し、作業の効率化
を図ることができないか検証する。

（平成28年度実績）

ハードウェア

ソフトウェア

個別プログラム

施設・設備

運用・監視

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策

個別プログラムの
設計・開発等経費

概算要求に向けてこれらの検証作業を実施し、各システムの更改や新規移行のタイミングで順次反映

ハードウェア・
ソフトウェア
借料・保守料
69.2億円

人件費
20.9億円

施設・設備、通信回線等

12.8億円

問い合わせ
操作方法教示

ハードウェア交換

原因調査

設定変更、
マニュアル修正

データ修正

ロ

グ

解

析

システム構成イメージ

会計検査院による主な指摘事項（H28.９）

• 運用経費の低減が図られているとは判断できない状況
• 仮想化技術の活用によるサーバ台数削減効果が認められ
ない状況

＜各省予算＞

＜総務省予算＞

５



会計検査院の指摘 反省 対応（今夏までに⾏うこと） 対応（今後引き続き⾏うこと）
政府共通プラッ

トフォーム（以下
「ＰＦ」）で半年
以上稼動している
21システムのＰＦ
運⽤等分担経費及
び府省運⽤等経費
（各府省負担分）
については、全体
として約9億円の
低減
⼀⽅、ＰＦ運⽤

等共通経費（⾏政
管理局負担分）は
約44億円
ＰＦ運⽤等共通

経費は上記21シス
テム以外の分も含
まれていることか
ら単純⽐較できな
いものの、ＰＦ運
⽤等共通経費を考
慮すると、ＰＦ府
省等運⽤経費（合
計）の低減が図ら
れているとは判断
できない状況

【サーバ台数の削減】
38システムの移⾏前

後のサーバ台数の増減
状況をみたところ、
サーバの性能等が異な
るため、単純に⽐較で
きないものの、移⾏後
のサーバ台数は349台
と移⾏前の301台と⽐
べ48台増加
仮想化技術の活⽤に

よるサーバ台数削減効
果が認められない状況

運⽤開始当初は、安定稼働を
最優先してリソースを準備して
きたため、統合・集約化にあ
たって、
• 仮想化技術の活⽤が不⼗分
なサーバが存在

• 移⾏システムのリソース要
望についての精査が不⼗分

リ
ソ
ー
ス

【ＰＦ基盤⽤の機器】
• 仮想化技術（※）の機能を強化し、１台の物理サーバから利⽤可能な仮想サーバの台数が増えるよう、設
計変更を実施（26年度から実施）
（※）１台の物理サーバの中に、複数の仮想サーバを設け、それぞれ独⾃に利⽤できるようにする技術

• OSやミドルウェアの保守サポート期限の到来に伴う機器⼊替時に、仮想化技術を活⽤して、サーバ台数
を削減（29年度調達）
これにより、28年度までに設置した全てのサーバ338台のうち、24年度・25年度分設置分の⼀部（59
台）を対象として、22台削減

【移⾏システム（H29.4現在82）⽤の機器】
• 仮想化技術の機能を強化し、１台の物理サーバから利⽤可能な仮想サーバの台数が増えるよう、設計変更
を実施（26年度から実施）

• 新規移⾏システムについて、移⾏前のＣＰＵ・メモリ等の使⽤状況に応じた適切なリソース規模とする⽅
針を⽰し、それに沿って各府省の要望を精査（28年度要求から実施）

• 移⾏済システムについて、ＯＳやミドルウエアの保守サポート期限の到来を契機として、ＰＦ上でのＣＰ
Ｕ・メモリ等の使⽤実績に基づき、リソース規模の最適化案を作成し、各府省と調整（30年度要求に向け、
対象26システムのうち、12システムのリソース規模を縮⼩）

ソ
フ
ト

• 現状のソフトウェア保守費⽤（約10億円）の５割以上を
占める運⽤管理ソフトウェアについて、ＰＦ上で１台が
管理できるシステム数の実績や、導⼊後の技術⾰新等を
踏まえ、必要となる機能や同等他種への代替可能性を改
めて検証

• その他のソフトウェアについて、費⽤削
減の可能性を考慮しつつ、同様に検討

• 【31年度ＰＦ更改（29年度後半から設
計）】ＰＦ基盤のソフトウェアの構成等
の設計に反映

⼈
件
費

• 業務グループ（運⽤、保守、移⾏⽀援）ごとに、事業者
がどれだけの⼈員・⼿順で対応したのかなど、業務フ
ローを詳細に把握・分析

• このうち、運⽤について、先⾏して、これまでのインシ
デント対応の⼿順を分析し、ＰＦ担当と事業者や各シス
テム担当の間のやり取りの⾃動化等を図ることができな
いか検討（29年度の運⽤の範囲内または30年度要求にお
いて実施）

• 業務グループごとに、作業⼿順の⾒直し、
要員の適正配置を検証

• 【31年度ＰＦ更改】次期ＰＦの運⽤・保
守・移⾏⽀援事業者の調達に反映

統合・集約化による経費節減の
他、PFの⽬的である移⾏シス
テムの機能向上、スケールメ
リット、セキュリティの底上げ
効果があるが、これらを算出す
る情報を保有していない。

効
果

• 既にＰＦに移⾏したシステムからサンプルを抽出して、
ＰＦと同等のセキュリティや運⽤・監視体制の⽔準を個
別に実現しようとした場合に要する経費を試算

• サンプルの試算の算出⽅法を移⾏した全てのシステムに
当てはめて、ＰＦのセキュリティ向上、運⽤・監視体制
の充実に関する効果を推計

• 【29年度中】ＰＦのセキュリティ向上、
運⽤・監視体制の充実に関する効果を織
り込んだ投資対効果をとりまとめ、投資
計画に反映

会計検査院報告に対する要因及び対応整理

６



ＰＦの効果に関する検討の⽅向

７

（P.6より）

会計検査院の指摘 反省 対応（今夏までに⾏うこと） 対応（今後引き続き⾏うこと）
ＰＦ運⽤等共通経費は上記21シ

ステム以外の分も含まれていること
から単純⽐較できないものの、ＰＦ
運⽤等共通経費を考慮すると、ＰＦ
府省等運⽤経費の低減が図られてい
るとは判断できない状況

統合・集約化による経費節減
の他、PFの⽬的である移⾏
システムの機能向上、スケー
ルメリット、セキュリティの
底上げ効果があるが、これら
を算出する情報を保有してい
ない。

効
果

・既にＰＦに移⾏したシステムからサンプルを抽出して、
ＰＦと同等のセキュリティや運⽤・監視体制の⽔準を
個別に実現しようとした場合に要する経費を試算
・サンプルの試算の算出⽅法を移⾏した全てのシステム
に当てはめて、ＰＦのセキュリティ向上、運⽤・監視
体制の充実に関する効果を推計

・【29年度中】ＰＦのセキュリ
ティ向上、運⽤・監視体制の充
実に関する効果を織り込んだ投
資対効果をとりまとめ、投資計
画に反映

①セキュリティの向上効果
既にＰＦに移行したシステムについて、移行前のセキュリティ水準（監視体制、サイバー攻撃への対策）ごと

にサンプルを抽出。当該システムが、ＰＦと同等のセキュリティ水準（24時間365日の有人監視、インターネッ
トからの不正アクセスを検知・遮断するための機能等）を単独で実現しようとした場合と比較し、その差分を効
果として推計。

②業務集約による「手間」の削減

各システムの基盤部分の調達が、ＰＦへの集約により年度単位一件の調達で済むため、調達業務の手間を減ら
すことができる。
プログラムの不具合が見つかった場合のソフトの修正も、ＰＦへの集約により一つの作業で済むため、不具合

対応の手間を削減することができる。
（同時に、行政管理局において各府省からの出向者を受け入れ、セキュリティ・ＩＴ人材の育成に寄与）

③リソースの共有による柔軟な再配分

ＰＦ上でサーバ等のリソースを共有することにより、通常、想定していない事態（例：ＨＰに想定以上のアク
セスが殺到）が予見される移行システムに対して、あらかじめリソースを多めに割り振ることができる。

→経費面での費用対効果に加え、これらの効果も試算して織り込み、「努力の方向」として設定（今後の
レビューシートにも反映）



個別プログラムの
設計・開発等経費

ハードウェア・
ソフトウェア
借料・保守料
69.2億円

人件費
20.9億円

施設・設備、通信回線等

12.8億円

＜各省予算＞

＜総務省予算＞
個別プログラムの
設計・開発等経費

ハードウェア・
ソフトウェア
借料・保守料
53.0億円

人件費
11.8億円

施設・設備、通信回線等

15.0億円

＜各省予算＞

＜総務省予算＞

H28年度実績H2７年度実績

個別プログラムの
設計・開発等経費

ハードウェア・
ソフトウェア
借料・保守料
90.0億円

人件費
26.1億円

施設・設備、通信回線等

16.0億円

＜各省予算＞

＜総務省予算＞

H2９年度予算

対象システム数：56 対象システム数：90

（H28年度末の移行済システム：69）

対象システム数：103
（H27年度末の移行済システム：40）

79.8億円 102.9億円 132.1億円

【会計検査院】
各省個別プログラムと
ＰＦ個別費用の減分：
９億円
（ただし21システム分）

【会計検査院】
ＰＦ共通費用：44億円
（ただし53システム分）

（H29年４月末の移行済システム：82）
８
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項番 会社名 質問/意見
該当資料

全体/本文/
別添

頁 項目名 意見・質問等 理由

仕1 4-1 質問 調達仕様書 4

3.1 政府共通プラット
フォームの位置付
け、効果及び整備の
進め方

仕様書上、「ライセンス一括購入等による運用
コスト削減」とありますが、一括購入によるボ
リュームディスカウントの効果は同一製品で標
準化することが前提となります。
政府共通プラットフォームで一括購入される
OS、ミドルウェア製品構成は、設計・構築のソ
フトウェア構成設計の中で選定した製品構成を
元に、25年度以降の統合・集約化対象システ
ム含めて各府省とご調整いただいた上で決定
するとの認識でよろしいでしょうか。

― お見込のとおりです。 －

仕2 9-39 意見 調達仕様書 5

3.2
②統合・集約化対象
システム間でサーバ
等機器を共有して
も、その稼動及び業
務アプリケーション
の利用に支障を来さ
ない性能を備えるシ
ステム構成。

各業務アプリケーション毎に必要となる最大の
資源（CPU、メモリ等）容量は開札前に別途提
示頂けますようお願いいたします。

本業務を請負い履行するうえで
これらの情報が必要となるた
め。

設計・構築に必要な最低限の情報
は、統合・集約化対象システムの
提示とあわせ、入札公告時に提示
することとします。

－

仕3 12-1 質問 調達仕様書 6
3.3.提供する機能等
(1)基盤機能

「基盤アプリケーション機能」の具体的な機能
と、提供開始時期を教えてください。

－

基盤アプリケーション機能として
は、「政府情報システムの整備の
在り方に関する研究会最終報告
書～政府共通プラットフォームの
構築に向けて～」（平成22年4月）
において、共通機能として記載さ
れている認証機能等が該当します
が、現在検討中であることから、提
供開始時期についてお示しするこ
とはできません。

－

仕4 9-40 意見 調達仕様書 6
３．３（３）
③障害監視業務

障害監視とは、個々の業務ＡＰまでの監視とな
りますでしょうか？。共通ＰＦにて利用する観点
からは複数システム間で共通化できる監視内
容、および基準を策定し、その内容を各個別シ
ステム側にて利用いただくイメージがよいと考
えられますが、このような観点からのご提案で
よいでしょうか？。また、個々の業務ＡＰの監視
まで行う場合はアプリ保守業者様にて必要な
改修をいただくこともあると想定されますが大
丈夫ととらえてよろしいでしょうか？。

。共通ＰＦにて利用する観点から
は複数システム間で共通化でき
る監視内容、および基準を策定
し、その内容を各個別システム
側にて利用いただくイメージがよ
いと考えられます。
個々の業務APの仕様や実装は
アプリ保守業者のみ改変可能で
あるため。

監視の範囲については、要件定義
書3.1.4.を御参照下さい。
評価の視点については、入札公告
時にお示しする評価基準書を御参
照下さい。
なお、業務アプリケーションの改修
については、お見込みのとおりで
す。

－

仕5 4-7 意見
調達仕様
書・要件定
義書

調達
仕様
書p6
要件
定義
書p15

【調】3.4.資源の提供
範囲
【要】3.1.3政府共通
プラットフォームが提
供する環境及び資
源の組み合わせ

政府共通プラットフォーム上で動作可能となる
仮想サーバのゲストＯＳの種類やバージョンは
限定されると考えます。そのため、必ず「仮想
サーバ＋ＯＳ」をセットで提供するパターンとな
ると考えるため、調達仕様書及び要件定義書
上、「仮想サーバのみ」のＣの組み合わせは削
除すべきと考えます。

統合・集約化対象システムに対
して、政府共通プラットフォーム
上で動作可能なＯＳの種類や
バージョンが限定されないと運
用及び保守に支障を及ぼすた
め。

仮想サーバとOSは必ずしもセット
で提供する必要がないと考えてお
り、cパターンを用意しています。
具体的には、設計段階において検
討します。

－

仕6 9-43 質問 調達仕様書 7
3.5
入札公示期間中に
別途提示する。

①～④のシステムに追加されるシステムは、本
調達の入札前に確定されるという解釈でよい
でしょうか？。また、移行するシステムについて
のスケジュールは明確になるという解釈でよい
でしょうか？。

各統合・集約化対象システムの移
行時期の目安については、統合・
集約化対象システムを別途御提
示する際に併せて御提示すること
を想定していますが、具体的な移
行スケジュール等は、設計・構築
段階の移行支援作業において、明
確化していくことを想定していま
す。
なお、調達仕様書上、「入札公告
期間中に別途提示」と記載してい
ますが、入札公告時に提示するこ
ととします。

－

仕7 7-1 意見 調達仕様書 7
3.5. 統合・集約化対
象システム

「なお、平成24年度の統合・集約化について調
整が整ったその他のシステム及び平成25年度
以降の統合・集約化対象システムについては、
総務省行政管理局行政情報システム企画課
（以下「主管課」という。）が入札公告期間中に
別途提示する。」とされているが、
想定される統合・集約化対象システムの具体
的な内容は、政府共通プラットフォームとして
担保すべき機能、性能、可用性、拡張性、運
用・保守等の設計要件の根幹を成すため、入
札公告までに確定し入札仕様書に明記してい
ただきたい。

想定される統合・集約化対象シ
ステムの具体的な要件なくして
適切かつ必要十分な提案及び
見積を実施できないため。
また、入札公告期間中に別途提
示されたのでは、入札提案検討
期間が短縮され、提案が間に合
わなく恐れがあるため。

統合・集約化対象システムについ
ては、ご提案等の作成等に反映さ
れるよう、貴見を踏まえ、入札公告
時に提示することとします。

－

仕8 4-9 意見 調達仕様書 7 3.4.資源の提供範囲

「25年度移行の統合・集約化対象システムに
ついては、（中略）入札公告期間中に別途提示
する」とありますが、設計・開発規模の条件を
あわせるためには、24年度の統合・集約化対
象システム含め、各システムの政府共通プラッ
トフォームへの搭載を前提とした移行条件、運
用条件、性能条件、信頼性条件（業務継続条
件）などの責任分界や詳細情報を入札公告時
に提示いただく必要があります。

統合・集約化対象システムの左
記などの項目は、設計・開発作
業の中で各システム条件によっ
て大きく規模が異なってくること
から、各社で想定条件が異なる
提案や規模見積もりとなることが
予想されるため。

設計・構築に必要な最低限の情報
は、統合・集約化対象システムの
提示とあわせ、入札公告時に提示
することとします。
なお、責任分界については、設計
段階で具体化していきます。

－

各社内
の番号

意見招請結果

回答内容 修正案

政府共通プラットフォームの整備に係る設計・構築作業の調達における意見招請（仕様書）
23年4月5日～25日の意見招請期間中に事

業者から寄せられた意見等とその対応

別添１

014412
長方形
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仕9 6-1 意見 調達仕様書 7
3.5. 統合・集約化対
象システム

移行予定の情報システムの現行の性能、さら
に今後追加される情報システムおよび現行の
性能についてご教授いただきたい。

最小限必要な機器構成を把握
するとともに、今後の拡張により
どの程度の規模拡大の可能性
があるかを把握し、十分な施設・
設備の確保が可能か検討する
必要があるため。

設計・構築に必要な最低限の情報
は、統合・集約化対象システムの
提示とあわせ、入札公告時に提示
することとします。

－

仕10 8-2 質問 調達仕様書 7
3.5　統合・集約化対
象システム

平成24年度分の4つのシステム、別途提示され
る追加の対象システムに共通して、移行対象と
なる現行システムの構成情報などは入札公示
期間中に別途提示いただけると考えてよろしい
でしょうか。

設計・構築に必要な最低限の情報
は、統合・集約化対象システムの
提示とあわせ、入札公告時に提示
することとします。

－

仕11 9-41 意見 調達仕様書 7

3.5
また、現時点におい
て平成24年度に統
合・集約される予定
の情報システムは次
の通りある。①電子
掲示板システ
ム、・・・・・

平成24年度に統合・集約化される①～④のシ
ステム及び平成25年度以降の統合・集約予定
のシステムの情報を具体的に提示願います。
また、あわせて統合・集約予定のシステムの
OS、ミドルウェアの種類と必要なデータ量、メモ
リサイズ、CPUスペックを入札前の段階でご教
示ください。

本調達における、設計・構築を
実施するためには、平成24年度
に統合・集約化される①～④の
システム及び平成25年度以降の
統合・集約予定のシステムの情
報が入札前に必要となるため。
また、責任分解点を明確にする
ためにも、業務アプリケーション
側で必要な資源をサイジングし
て頂くことが重要と考えるため。

設計・構築に必要な最低限の情報
は、統合・集約化対象システムの
提示とあわせ、入札公告時に提示
することとします。

－

仕12 9-42 意見 調達仕様書 7

3.5
また、現時点におい
て平成24年度に統
合・集約される予定
の情報システムは次
の通りある。①電子
掲示板システ
ム、・・・・・

上記に関連して、統合・集約化されるシステム
において、将来拡張される処理量、および将来
統合されるシステムの前提条件を明確にご教
示ください。

統合・集約化される予定以外に
初期構築段階でどれだけの拡張
性をもたせて設計・構築を実施
するかが不明であると、作業工
数を算出することができないた
め。

設計・構築に必要な最低限の情報
は、統合・集約化対象システムの
提示とあわせ、入札公告時に提示
することとします。

－

仕13 13-1 意見 調達仕様書 7
3.5.統合・集約化対
象システム

統合・集約化対象システムには
①電子掲示板システム、②電子文書交換シス
テム、③ｅ－ラーニングシステム、
④情報公開・個人情報保護関係答申・判決
データベースシステム
があげられておりますが、各システムの仕様や
内容について記載をお願いします。
たとえば参考情報として、現行システムの機器
仕様、利用者人数、トランザクションの発生状
況（秒あたり、年間合計等）データ容量等の情
報を、開示されてはいかがでしょうか。

適切な作業量見積りを算出する
ため。

設計・構築に必要な最低限の情報
は、統合・集約化対象システムの
提示とあわせ、入札公告時に提示
することとします。

－

仕14 8-1 質問 調達仕様書 7
3.5　統合・集約化対
象システム

今回の対象システムは平成24年度分の4つの
システムとなっており、追加の対象システムは
入札公告期間中に別途提示されるとあります
が、平成25年以降に統合・集約化されるシステ
ムに関して、移行スケジュールや設計構築事
業者に必要となる作業についても、あわせてご
提示いただけると考えてよろしいでしょうか。

設計・構築に必要な最低限の情報
は、統合・集約化対象システムの
提示とあわせ、入札公告時に提示
することとします。

－

仕15 2-1 質問 調達仕様書 8
3.6　整備スケジュー
ル（予定）等

（d）施設・設備賃貸借事業者と（e）運用事業者
の調達は、分離調達よりも一括調達の方が、コ
スト抑制、災害対策など可用性が期待できると
考えられますが、調達方針についての検討状
況をご教授ください。

本プロジェクトは、政府で決定した
「情報システムに係る政府調達の
基本指針」（平成19年3月1日各府
省情報化統括責任者（CIO）連絡
会議決定）の対象となっており、当
該指針に基づき対応しているもの
です。
また、同指針を受けた全体の調達
計画については、「政府共通プラッ
トフォーム調達計画書」において記
載していますので、ご参照下さい
（ホームページ掲載済み。）。

－

仕16 1-1 質問 調達仕様書 8
3.6.整備スケジュー
ル(予定)等

設計・構築業務の役務の期間は契約開始の日
時から平成25年3月31日までと理解してよろし
いでしょうか。

役務の期間の具体的な日付が見当たらなかっ
たので質問させて頂きました。

貴見のとおりです。貴見を踏まえ、
請負期間を調達仕様書に追記し
ます。

３．７．　本調達の契約期間
契約開始から平成25年3月
31日まで。

仕17 9-45 質問 調達仕様書 8
3.6
表３－１　整備スケ
ジュール

設計フェーズにおける機器・ソフトウェア調達業
者及び施設・設備賃貸借業者の作業期間(c,d)
が構築フェーズ直前の１ヶ月にも満たない期間
となっております。各業者の本ＰＪへの参画は
上記期間からとなりますでしょうか？
また、スケジュール策定の意図を提示願いま
す。

機器及びソフトウェアパラメータ設
定に必要な情報については、機
器・ソフトウェア賃貸借事業者に提
案時に原案を作成していただくこと
を想定しています。
また、フロアレイアウト図について
も、施設・設備賃貸借事業者に提
案時に原案を作成していただくこと
を想定しています。
このため、調達仕様書の整備スケ
ジュール（予定）等にお示ししたス
ケジュール期間内に実施可能と考
えます。

－
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仕18 4-10 意見
調達仕様
書・要件定
義書

調達
仕様
書p8
要件
定義
書p10

【調】3.6.整備スケ
ジュール（予定）等
【要】2.1.1 政府共通
プラットフォームの全
体スケジュール

調達仕様書及び要件定義書上、電子文書交
換システムなどの四システムについてはH25年
1月本番運用開始とされていますが、その移行
期間が政府共通プラットフォームの設計・構築
のテスト期間と重複しているように見受けられ
ることから、全体スケジュールにおいて、設計・
構築のテスト期間と線が被らない統合・集約化
対象システムの政府共通プラットフォーム上で
の移行検証期間を設けるべきと考えます。

政府共通プラットフォーム側の本
番環境の提供時期や統合・集約
化対象システムの移行支援期間
については、統合・集約化対象
システム側の整備スケジュール
条件が影響するため、設計開始
前にスケジュールを明確にして
おく必要があるため。

政府共通プラットフォームの提供
資源には、業務アプリケーションが
含まれていないことから、政府共
通プラットフォームのテストだけで
は、システムの運用開始に必要な
すべてのテストを完了させることが
できないと考えているところです。
このため、御指摘の「整備スケ
ジュール（予定）等」においては政
府共通プラットフォームの「テスト」
と統合・集約化対象システムの
「移行」の期間を重ねて記述してい
ます。
具体的なスケジュールについて
は、設計段階において設計・構築
事業者等と調整して参ります。

－

仕19 9-44 質問 調達仕様書 8
3.6
表３－１　整備スケ
ジュール

表中の移行支援の項目について、本調達範囲
内とされておりますが、平成２５年の何月に本
支援作業は完了となる想定でしょうか？。

設計・構築等作業の請負期間は、
平成24年度末までとなります。

仕20 8-3 質問 調達仕様書 8
3.6.整備スケジュー
ル(予定)等

設計構築事業者は、今後調達が予定されてい
る①機器・ソフトウェア賃貸借、②施設・設備賃
貸借、③運用、④移行支援、⑤情報システム
監査のそれぞれについては、応札資格がなく
なりますでしょうか。

⑤を除き、貴見のような制約制限
は想定していません。

－

仕21 1-2 質問 調達仕様書 9 4.2.設計作業

施設・設備に関する設計も本業務にて行うもの
と認識していますが、立地条件や建物条件に
関する設計作業について記載がありませんで
した。
これらの作業は本調達においては、行わない
ものと理解して宜しいでしょうか。

貴見のとおりです。 －

仕22 4-11 意見
調達仕様
書・要件定
義書

調達
仕様
書p9
要件
定義
書p10

【調】3.6.整備スケ
ジュール（予定）等
【要】2.1.1 政府共通
プラットフォームの全
体スケジュール

調達仕様書及び要件定義書に記載されている
全体スケジュールにおいて、機器・ソフトウェア
賃貸借と施設・設備賃貸借の開始が同時期に
なっていますが、施設・設備賃貸借の設備工
事後に機器・ソフトウェア賃貸借の導入設定が
開始される線にすべきと考えます。

施設・設備が整備された後でな
いと、機器搬入及び導入設定が
開始できないため。

施設の工事が完了しないと実施で
きない作業については、施設工事
完了後に実施することを想定して
いたところですが、作業工程明確
化のため、表3-1のスケジュール
を一部修正します。

表3-1「整備スケジュール
（予定）」
「導入設定」を「手配」に訂
正。
「テスト」を「導入設定・テス
ト」に訂正。

仕23 1-3 質問 調達仕様書 9 4.2 設計作業

機器・ソフトウェア賃貸借は別調達となっている
と理解しておりますが、機器・ソフトウェア賃貸
借の調達仕様書は本調達の納入成果物となる
平成23年10月31日納品分の方式設計書に基
づいて行われると理解して宜しいでしょうか。

「政府共通プラットフォームの整備（設計・構築
段階）に係る工程管理支援作業の調達」調達
仕様書(案)に納入成果物である機器・ソフト
ウェア賃貸借の仕様書（案）の納入日が平成
23年10月31日となっており、納入日が同じであ
ることから、設計に基づいた機器の調達が行
われない可能性があります。
方式設計書と機器・ソフトウェア賃貸借の仕様
書（案）の納入日は別日付であるのが望ましい
と考えます。

お見込のとおり、機器・ソフトウェア
賃貸借の調達仕様書は、方式設
計書に基づいて作成する予定です
が、方式設計書の作成に当たって
は、工程管理支援事業者も密接に
関わって作業を進めていく必要が
あると考えており、工程管理支援
事業者も方式設計書の内容につ
いて検討段階から知りうる立場に
あると考えます。このため、方式設
計書の作成と調達仕様書の作成
は、並行して作業することを想定し
ており、同時期の納品日としてい
るところです。

－

仕24 9-46 質問 調達仕様書 9

4
次の作業に関連して
生じる課題を解決す
るにあたり、主管課
に対して随時必要な
支援を行うこと。

左記記述の詳細内容が４．１、４．２項と続きま
す。方式設計に関わる書類を機器・ソフトウェ
ア賃貸業者、及び施設・設備賃貸業者へ示し
たのち、迅速な回答を機器・ソフトウェア賃貸業
者、及び施設・設備賃貸業者に求めることにな
りますが、本工程における遅延は本調達業者
の責任外ととらえてよいでしょうか？。

原則として、設計・構築事業者の
責任になると考えています。

－

仕25 9-47 質問 調達仕様書 10
4.2
イ.機器構成設計

機器・ソフトウェア調達業者で調達する機器
は、本調達作業者にて実施した機器構成設計
にそって調達されるとの認識でよろしいでしょう
か？。

お見込のとおり、機器・ソフトウェア
賃貸借の調達仕様書は、方式設
計書に基づいて作成する予定で
す。

－

仕26 9-48 質問 調達仕様書 10
4.2
イ.機器構成設計

機器・ソフトウェア賃貸借事業者確定後に機
器・ソフトウェア構成が確定とありますが、本調
達の入札のまえに確定予定時期をご教示くだ
さい。

調達仕様書の3.6.整備スケジュー
ル（予定）等にお示ししているとお
りです。

－

仕27 9-49 質問 調達仕様書 10
4.2
ウ.機器パラメータ設
計

機器・ソフトウェア賃貸借事業者提示の機器パ
ラメータ設定案を基に、機器パラメータ設計書
を作成とありますが、本調達の入札のまえに提
示予定時期をご教示ください。

調達仕様書の3.6.整備スケジュー
ル（予定）等にお示ししているとお
りです。

－

仕28 9-50 質問 調達仕様書 10
4.2
ウ.機器パラメータ設
計

機器・ソフトウェア調達業者提示の機器パラ
メータ設定案に基づき設計書を作成とあります
が、本調達作業者と上記業者の責任分解点は
どこにありますでしょうか？。また、パラメータ
案とは、どのような情報をもとに作成されるの
でしょうか？。設定案の是非の判断は誰がど
のように決めるのでしょうか？。

設計・構築事業者が実施した設計
に基づき、機器・ソフトウェア賃貸
借事業者が機器及びソフトウェア
パラメータ設定案を作成することと
しています。
設計案の妥当性は、設計・構築事
業者に確認及び判断していただく
ことを想定しています。

－
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仕29 9-51 質問 調達仕様書 10
4.2
エ.ソフトウェア構成
設計

機器・ソフトウェア賃貸借事業者で調達するソ
フトウェアは、設計・構築業者にて実施したソフ
トウェア構成設計にそって調達されるとの認識
でよろしいでしょうか？

お見込みのとおりです。 －

仕30 9-52 質問 調達仕様書 10
4.2
エ.ソフトウェア構成
設計

機器・ソフトウェア賃貸借事業者確定後に機
器・ソフトウェア構成が確定とありますが、本調
達の入札のまえに確定予定時期をご教示くだ
さい。

調達仕様書の3.6.整備スケジュー
ル（予定）等にお示ししているとお
りです。

－

仕31 9-53 質問 調達仕様書 10
4.2
オ.ソフトウェアパラ
メータ設計

機器・ソフトウェア賃貸借事業者提示のソフト
ウェアパラメータ設定案を基に、ソフトウェアパ
ラメータ設計書を作成とありますが、本調達の
入札のまえに提示予定時期をご教示ください。

調達仕様書の3.6.整備スケジュー
ル（予定）等にお示ししているとお
りです。

－

仕32 9-54 質問 調達仕様書 10
4.2
オ.ソフトウェアパラ
メータ設計

機器・ソフトウェア調達業者提示のソフトウェア
パラメータ設定案に基づき設計書を作成とあり
ますが、本調達作業者と上記業者の責任分解
点はどこにありますでしょうか？。また、パラ
メータ案とは、どのような情報をもとに作成され
るのでしょうか？。設定案の是非の判断は誰
がどのように決めるのでしょうか？。

設計・構築事業者が実施した設計
に基づき、機器・ソフトウェア賃貸
借事業者が機器及びソフトウェア
パラメータ設定案を作成することと
しています。
設計案の妥当性は、設計・構築事
業者に確認及び判断していただく
ことを想定しています。

－

仕33 9-55 質問 調達仕様書 10
4.2
カ.ラック内機器配置
設計

当該納期までに機器・ソフトウェア調達業者か
ら「ラック内機器配置案」を頂けると考えてよろ
しいでしょうか？。

お見込みのとおりです。 －

仕34 9-56 質問 調達仕様書 11
4.2
キ.ラック間配線設計

機器・ソフトウェア賃貸借業者及び施設・設備
賃貸借業者が作成したラック間配線案を確認
し、ラック間設計書を作成とありますが、本調
達の入札のまえに提示予定時期をご教示くだ
さい。

調達仕様書の3.6.整備スケジュー
ル（予定）等にお示ししているとお
りです。

－

仕35 9-57 質問 調達仕様書 11
4.2
ク.フロア設計要件の
提示

施設・設備賃貸借業者が作成したフロアレイア
ウト案を確認し、フロア設計書を作成とありま
すが、本調達の入札のまえに提示予定時期を
ご教示ください。

調達仕様書の3.6.整備スケジュー
ル（予定）等にお示ししているとお
りです。

－

仕36 4-25 意見 調達仕様書 11

【調】4.2.設計作業(1)
ケ セキュリティ設計
【要】8.4.3.統一基準
に基づく要件
（7）情報セキュリティ
についての機能
(p.69)

調達仕様書上、「認証、アクセス制御、権限管
理、証跡管理、暗号、電子証明等のセキュリ
ティ設計作業を実施し」とあり、要件定義書に
は「各府省業務アプリケーションの主体認証
は、職員等利用者共通認証基盤（GIMA）の利
用を基本とする」としていることから、調達仕様
書11ページに「職員の認証、アクセス制御、権
限管理、証跡管理についてはGIMAを前提とす
る」と追記すべきと考えます。

セキュリティ設計について関連す
るシステムがある場合には同シ
ステム要件も踏まえたうえで実
施する必要があるため

要件定義書における御指摘の「各
府省業務アプリケーションの主体
認証は、職員等利用者共通認証
基盤（GIMA）の利用を基本とする」
の記述は、業務アプリケーションに
関するものです。
一方、調達仕様書における御指摘
の「認証、アクセス制御、権限管
理、証跡管理、暗号、電子証明等
のセキュリティ設計作業を実施し」
の記述は、政府共通プラットフォー
ム自体の情報セキュリティに関す
るものです。
このため、原案のとおりとします。

－

仕37 6-2 質問 調達仕様書 11

4.2. 設計作業
（１）方式設計（方式
設計書の作成）
コ 各種命名基準及
び付与基準の策定

「ネットワーク担当者」とありますが、相談先は
どの担当府省でしょうか。

調達仕様書4.2.設計作業(1)ア（10
頁）をご参照下さい。

－

仕38 9-58 質問 調達仕様書 12

4.3
次のとおり政府共通
プラットフォームの構
築作業及び構築に
付随する作業を実施
し

導入機器のラックマウントやケーブル配線作業
は施設・設備賃貸借業者担当との認識でよろ
しいでしょうか？

機器・ソフトウェア賃貸借事業者又
は施設・設備賃貸借事業者が実
施することを想定しています。

－

仕39 13-2 質問 調達仕様書 12
4.3.構築作業
(1)ラック設置

ラック設置を行うのは施設・設備賃貸借事業者
でしょうか。設計・構築事業者でしょうか。 －

御指摘の点については、設計・構
築事業者の指示の下、施設・設備
賃貸借事業者が実施することを想
定しています。

－

仕40 13-3 質問 調達仕様書 12
4.3.構築作業
(2)構内LANネット
ワーク構築

構内LANネットワーク構築を行うのは機器・ソフ
トウェア賃貸借事業者でしょうか。施設・設備賃
貸借事業者でしょうか。設計・構築事業者で
しょうか。

－

御指摘の点については、設計・構
築事業者の指示の下、機器・ソフ
トウェア賃貸借事業者及び施設・
設備賃貸借事業者が実施すること
を想定しています。

－

仕41 13-4 質問 調達仕様書 12
4.3.構築作業
(3)機器構築

機器構築を行うのは機器・ソフトウェア賃貸借
事業者でしょうか。設計・構築事業者でしょう
か。

－

御指摘の点については、設計・構
築事業者の指示の下、機器・ソフ
トウェア賃貸借事業者が実施する
ことを想定しています。

－

仕42 13-5 質問 調達仕様書 13
4.3.構築作業
(4)ソフトウェア導入

ソフトウェア導入を行うのは機器・ソフトウェア
賃貸借事業者でしょうか。設計・構築事業者で
しょうか。

－

御指摘の点については、設計・構
築事業者の指示の下、機器・ソフ
トウェア賃貸借事業者が実施する
ことを想定しています。

－

仕43 13-6 質問 調達仕様書 13
4.3.構築作業
(5)機器パラメータ設
定

機器パラメータ設定を行うのは機器・ソフトウェ
ア賃貸借事業者でしょうか。設計・構築事業者
でしょうか。

－

御指摘の点については、設計・構
築事業者の指示の下、機器・ソフ
トウェア賃貸借事業者が実施する
ことを想定しています。

－

仕44 13-7 質問 調達仕様書 13
4.3.構築作業
(6)ソフトウェアパラ
メータ設定

ソフトウェアパラメータ設定を行うのは機器・ソ
フトウェア賃貸借事業者でしょうか。設計・構築
事業者でしょうか。

－

御指摘の点については、設計・構
築事業者の指示の下、機器・ソフ
トウェア賃貸借事業者が実施する
ことを想定しています。

－

仕45 13-8 意見 調達仕様書 13
4.4.テスト
(2)テスト実施
ア 初期動作テスト

設計・構築事業者が行う「支援」の内容を具体
的に記載していただくようお願いいたします。

適切な作業量見積りを算出する
ため。

機器・ソフトウェア賃貸借事業者か
らの設計情報に関する質問への
回答等を想定しています。

－

仕46 6-3 意見 調達仕様書 14 4.5. 移行支援
設計・構築事業者主体で支援するにあたり、対
象システムの改修等の開発作業は伴わないこ
とを追記していただきたい。

支援内容の範囲を明確にするた
め。

移行支援の内容については、要件
定義書11.3.3.において明確化され
ているものと考えています。
このため、原案のとおりとします。

－

仕47 13-9 質問 調達仕様書 14
4.5.移行支援
(2)移行支援実施書

「主管課に必要となる移行支援計画」とは、主
管課が行う統合・集約化対象システムに対す
る「移行支援」について、設計・構築事業者が
計画すること、との意図でしょうか。

－ お見込みのとおりです。 －
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仕48 9-59 質問 調達仕様書 14

４．５（２）
移行支援実施書を
システムごとに作成
すること

移行対象の個々のシステムについて、移行に
必要となる作業要件を本調達の範囲で作成す
るという意味でしょうか？。共通ＰＦにて利用す
る観点からは共通的に利用できる移行手順を
示し、その内容に移行方法もあわせるようにす
べきと考えますが、そのような方針でよろしい
でしょうか？。また、この場合、各個別システム
側で移行に伴い必要となる対応は移行元の負
担により、主体的に実施されることという解釈
でよいでしょうか？。

移行支援作業の内容等について、
要件定義書11.移行要件定義にお
示ししておりますので、御参照下さ
い。

－

仕49 13-10 質問 調達仕様書 14
4.5.移行支援
(5)本番移行の支援
及び報告書の作成

「～管理者権限の引渡しを受けること。」とあり
ますが、管理者権限とは具体的にどのような
権限でしょうか。引渡しによって、どのような作
業が設計・構築事業者に引き渡されるのでしょ
うか。

－

御指摘の点については、8．情報
セキュリティ要件定義の8.4.3.(7)②
において、権限管理について記載
していますので、御参照下さい。
また、要件定義書11.移行要件定
義において、管理者権限の引き渡
しをもって本番運用開始と定義し
ています。

－

仕50 9-60 質問 調達仕様書 14
４．５（５）
移行作業の実施結
果を主管課に報告

本調達の履行期限は、平成２５年度に移行さ
れる個別システムの移行が完了したときを示
すのでしょうか？。後から移行されてくるシステ
ムへのサポートは運用業務（本調達役務外）に
て行うことであれば問題ございません。

本調達の請負期間については平
成24年度末を想定しています。
その後の移行支援作業は別途調
達することを想定しています。

－

仕51 12-2 質問 調達仕様書 15
4.7.教育訓練
(1)教育訓練計画の
策定及び実施

教育実施場所及び機材（プロジェクタ等）は、
応札者が準備するものでしょうか。貴省にて準
備いただくものでしょうか。

－

実際の運用管理端末や運用・保
守要領等を利用して教育訓練を実
施する場合は、運用管理室におい
て教育訓練を実施していただくこと
を想定しています。
上記以外の場合は、設計・構築事
業者に場所及び機材を用意してい
ただくことを想定しています。

－

仕52 9-61 意見 調達仕様書 16

４．８
主管課と協議の上、
政府共通プラット
フォームが備える
サービスレベル（項
目及び指標）を定め
たＳＬＡ（案）を作成
し、その内容を運用・
保守要領のサービス
指標管理要領に反
映すること。

統合・集約化される予定のシステムに要求され
るサービスレベルを入札までにご教示いただ
けますようお願いいたします。

統合・集約化される予定のシス
テムに要求されるサービスレベ
ルが明確でなければ、仕様書で
要求されるサービスレベル（項目
及び指標）を定めたＳＬＡ（案）を
作成できないため。

設計・構築に必要な最低限の情報
は、統合・集約化対象システムの
提示とあわせ、入札公告時に提示
する予定ですが、ここでは、設計
段階において、各統合・集約化対
象システムから情報を収集しつ
つ、ＳＬＡ案の作成を求めるもので
す。

－

仕53 11-1 質問 調達仕様書 16 5.1.納入成果物
納入成果物に設計書やテスト結果報告書が含
まれておりますが、クラウドサービス利用の場
合も必要でしょうか？

クラウドサービスの設計書等は、
原則的に非公開であるため。

クラウドサービスが何か不明です
が、本件は、民間のクラウドサービ
スの利用は想定していません。

－

仕54 13-11 質問 調達仕様書 19
5.2.納入方法
(3)

「Microsoft Word」、「Microsoft Excel」又は
「Microsoft Power Point」のバージョンは問わ
ないとの理解でよろしいでしょうか。

－ 貴見を踏まえ修正します。

５．２．納入方法
（略）
（３）電子媒体による納入に
ついて、文書、図画等は
「Microsoft Word」、
「Microsoft Excel」又は
「Microsoft Power Point」
（可能な限り最新のバージョ
ンに近いもの。）を使用して
作成し、必要に応じてPDF
形式で納入すること。ただ
し、主管課が他の形式を指
定した場合はこの限りでは
ない。

仕55 9-62 質問 調達仕様書 19
5.3
平成２５年３月２２日
に納入すること

左記期日が検収日となる想定でしょうか？。平
成２５年度に行う移行支援作業は、別契約（運
用）にて行うことでありましたら問題ございませ
ん。

本調達の請負期間については、調
達仕様書において、明記します。
移行支援作業についてはお見込
のとおりです。

－

仕56 12-3 質問 調達仕様書 20 6.1.進ちょく管理等

「政府共通プラットフォームの整備（設計・構築
段階）に係る工程管理支援作業の調達」の9
ページ4.2.(1)進捗管理支援においては、工程
管理支援事業者が隔週（必要に応じて毎週）で
定例進ちょく会議を開催することとしているが、
本要件で定例進ちょく会議は毎週の開催と
なっております。
定例進ちょく会議の開催頻度を教えてくださ
い。

－

本調達仕様書案のとおり、週次で
実施する予定です。なお、工程管
理支援作業の調達仕様書案にお
いては、必要に応じ毎週をしてお
り、少なくともプロジェクト開始当初
は当該記載を適用させていただく
予定です。

－

仕57 12-4 質問 調達仕様書 20
6.3.標準管理要領へ
の準拠

「主管課が別途提示する標準管理要領」は応
札前に開示されるものでしょうか。 －

まず工程管理支援事業者が標準
管理要領（案）を作成の上、主幹
課に提出していただき、主幹課が
標準管理要領を決定します。設
計・構築事業者には、決定後、標
準管理要領をお示しすることを想
定しています。

－

仕58 13-12 質問 調達仕様書 20
6.3.標準管理要領へ
の準拠

「標準管理要領」は入札公告時には開示して
いただくようお願いいたします。

適切な作業量見積りを算出する
ため。

まず工程管理支援事業者が標準
管理要領（案）を作成の上、主幹
課に提出していただき、主幹課が
標準管理要領を決定します。設
計・構築事業者には、決定後、標
準管理要領をお示しすることを想
定しています。したがって、標準管
理要領（案）の作成は、工程管理
支援の請負事業者が行うこととな
ります。

－

仕59 3-1 意見 調達仕様書 21
7.応札条件
7.1.事業者の条件
（３）

「事業者を対象として、・・・・情報処理サービス
企業台帳に掲載されていること。」との事業者
条件は削除するようお願いします。

「SI（システムインテグレータ）登
録制度及びSO認定（特定システ
ムオペレーション企業等認定）制
度については、平成２３年３月３
１日付け経済産業省告示第五十
六号をもって廃止となりました。」
（http://www.meti.go.jp/policy/it
_policy/si_so/）ので、削除したほ
うがよろしいかと思います。

貴見のとおり削除します。 －
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仕60 13-13 意見 調達仕様書 21
7.1.事業者の条件
(3)

「情報処理サービス企業等台帳に関する規則
(昭和47年11月17日通商産業省告示第595
号)」は、経済産業省告示第56号により廃止さ
れましたので、応札条件からも削除していただ
くようお願いいたします。

制度廃止のため。 貴見のとおり削除します。 －

仕61 14-2 質問 調達仕様書 21
7.
応札要件

「（3）事業者を対象として、情報処理サービス
企業等台帳に関する規則(昭和47年11月17日
通商産業省告示第595号)第9条に基づく「登
録」を受け、その名称等が情報処理サービス
企業台帳に掲載されていること。」と記載があ
りますが、本制度は、平成22年3月31日に
「経済産業省告示第56号 情報処理サービス企
業等台帳に関する規則等を廃止する告示を次
のように定める。」とされていますので平成23
年度登録企業はないものと考えて宜しいでしょ
うか。

貴見のとおり削除します。 －

仕62 15-57 意見 調達仕様書 21 7.応札条件　（３）
「情報処理サービス企業等台帳に関する規則」
の項目を削除した方がよいと考えます。

情報処理サービス企業等台帳
に関する規則等が平成23年3月
31日に廃止されているため。

貴見のとおり削除します。 －

仕63 4-35 意見 調達仕様書 22

7.3.プロジェクト
マネージャ及びグ
ループリーダの条
件

調達仕様書において、「サーバシステム（サー
バ台数100台以上の基盤システム）構築の実
施責任者としての実績又は能力を有すること」
とありますが、100台の根拠が不明のため、政
府共通プラットフォームの特性を考慮し「政府
系基盤システム構築の実施責任者としての実
績又は能力を有すること」という記載にすべき
と考えます。

プロジェクトマネージャとしての
能力は必ずしも経験したシステ
ム規模（サーバ台数等）に依存
するものではないため。

サーバ台数については、本プロ
ジェクトの重要性を鑑み、主管課
が管理する大規模システムを基本
として設定したものですが、貴見を
踏まえ修正します。

７．３．プロジェクトマネー
ジャ及びグループリーダの
条件
（略）
（２）プロジェクトマネージャ
は、クラウドサービス提供を
行うに当たっての構築の主
要メンバーとして携わった実
績又は能力を有すること。

仕64 9-63 意見 調達仕様書 22

7.3（2）
プロジェクトマネー
ジャはサーバシステ
ム（サーバ台数100
台以上の基盤システ
ム）構築の実施責任
者としての実績又は
能力を有すること

サーバ台数100台以上とする根拠をご教示頂
けませんでしょうか。共通ＰＦにて稼動する規模
相当の経験を有することで問題ないのではと
考えております。

プロジェクトマネージャに求めら
れる能力の意図が不明確である
ため。

サーバ台数については、本プロ
ジェクトの重要性を鑑み、主管課
が管理する大規模システムを基本
として設定したものですが、貴見を
踏まえ修正します。

７．３．プロジェクトマネー
ジャ及びグループリーダの
条件
（略）
（２）プロジェクトマネージャ
は、クラウドサービス提供を
行うに当たっての構築の主
要メンバーとして携わった実
績又は能力を有すること。

仕65 9-64 質問 調達仕様書 23
7.4(2)
本調達仕様書に基
づく～

ア）～キ）記載の要件は一人で全て満たしてい
る必要がありますでしょうか？それとも、ＰＪメ
ンバ複数人で満たせばよろしいでしょうか？

本件に係る設計・構築事業者の体
制内の複数名で満たしていただけ
れば結構です。
なお、貴見を踏まえ修正します。

本調達仕様書に基づく作業
を実施する要員のうち少なく
とも一人は次に掲げる条件
を満たすこと。全員で次に
掲げる要件を満たすこと。

仕66 13-14 質問 調達仕様書 23
7.4.要員の条件
(2)

ア～キのすべての条件を満たす要員が、少な
くとも一人含まれなければならないのでしょう
か。

－

本件に係る設計・構築事業者の体
制内の複数名で満たしていただけ
れば結構です。
なお、貴見を踏まえ修正します。

本調達仕様書に基づく作業
を実施する要員のうち少なく
とも一人は次に掲げる条件
を満たすこと。全員で次に
掲げる要件を満たすこと。

仕67 12-5 質問 調達仕様書 23
7.4.要員の条件
(2)

要員に対する要件である「情報処理技術者（情
報セキュリティ）」は、「情報処理技術者（情報
セキュリティスペシャリスト）」を指すか。また、
本要件は平成20年以前に実施の情報処理技
術者試験（以下、本項において「旧試験」とい
う。）による「情報処理技術者（テクニカルエン
ジニア（情報セキュリティ））」又は「情報処理技
術者（情報セキュリティアドミニストレータ）」でも
可能でしょうか。
他の情報処理技術者についても旧試験の相当
資格でも可能でしょうか。

－ 貴見を踏まえ修正します。

7.4.要員の条件
（略）
(2)本調達仕様書に基づく作
業を実施する要員のうち少
なくとも一人は次に掲げる
条件を満たすこと。
（略）
オ 情報処理技術者（情報
セキュリティスペシャリス
ト）、CISSP（Certified
Information Systems
Security 　Professional）の
資格又はこれらと同等の資
格を有すること。

仕68 13-15 質問 調達仕様書 23
7.4.要員の条件
(2)
オ

「情報処理技術者(情報セキュリティ)」は、「情
報処理技術者(情報セキュリティスペシャリス
ト)」でしょうか。

－
お見込みのとおりです。
貴見を踏まえ修正します。

7.4.要員の条件
（略）
(2)本調達仕様書に基づく作
業を実施する要員のうち少
なくとも一人は次に掲げる
条件を満たすこと。
（略）
オ 情報処理技術者（情報
セキュリティスペシャリス
ト）、CISSP（Certified
Information Systems
Security 　Professional）の
資格又はこれらと同等の資
格を有すること。

仕69 9-65 質問 調達仕様書 23

7.4(2)
カ 情報処理技術者
（システムアーキテク
ト）の資格を有するこ
と。

システムアーキテクトは旧資格で代用は可能
でしょうか？。
情報処理技術者試験は内容が変遷している
が、旧試験と同等の内容を引き継いで新試験
になっていると考えております。

貴見を踏まえ修正します。

7.4(2)
カ 情報処理技術者（システ
ムアーキテクト）の資格又は
これと同等の資格を有する
こと。

仕70 9-66 質問 調達仕様書 24
７．５．（６）
応札を前提とする

閲覧した場合には応札が必須になるものでしょ
うか？。
応札判断をしていくなかで資料閲覧などをする
ケースがあると想定しております。

御指摘のとおり、閲覧をされる際
には、応札が前提となります。

－

仕71 13-16 意見 調達仕様書 25
8.3.制約事項
(2)再委託契約の制
限

本調達仕様書の作成に関与した事業者を除
き、第三者への再委託が可能とのことですが、
7.5.入札条件(1)に記載されたすべての事業者
に対して再委託不可とするべきと考えます。

公平性に欠けるため。
ご指摘の事業者がすべて該当す
ると認識しています。

－
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項番 会社名 質問/意見
該当資料

全体/本文/
別添

頁 項目名 意見・質問等 理由

要1 13-17 意見 要件定義書 全般 要件定義書全般

「設計・構築事業者、機器・ソフトウェア賃貸借
事業者及び運用事業者は、～略～するこ
と。」、「政府共通プラットフォームに係る各事業
者は、～略～すること。」、又は主語がなく「～
すること。」との記載が散見されますが、どの事
業者がどの作業を行うのか、役割分担を明確
にしていただきますようお願いいたします。

適切な作業量見積りを算出するため。
御指摘の点については、調達仕様書
に記述していますので、御参照下さ
い。

－

要2 15-55 質問 要件定義書 全般 全般

パッチ適用のタイミング、独自導入のソフトウェ
アの監視内容、持ち込み機器・ソフトウェアの
監視内容、情報セキュリティ対策に関連する対
応等、「統合・集約化対象システム」担当府省と
の調整については、102ページ「11.3.4(1)初期
構築時の実施体制」にありますとおり、主体的
に総務省様が実施し、設計・構築事業者は支
援を行う立場と理解してよろしいでしょうか。

府省間での連絡、調整については、主
幹課が実施しますが、連絡、調整に当
たって必要な事項の検討は、設計・構
築事業者が実施し、総務省が確認を行
うことを想定しています。

－

要3 5-1 意見 要件定義書 - 全体

「外部インターフェース要件」の定義が不足して
いると考えます。Webサービス、HTTPSによる
ファイル連携等の汎用的・標準的なシステム間
連携を実現するための要件の定義を追加する
べきと考えます。

具体的には、
・外部環境との連携パターン
・連携方法のパターン
・実現方法（セキュリティの確保策含む）
の3点であり、Webサービス連携、ファイル連携
（取得・配信）という2つの連携方法のパターン
に対応できれば、要件としては必要十分である
と考えます。

外部システムとの連携が一切無いシステムは
まれであり、政府共通プラットフォームが府省
共通の情報処理基盤である限りは、外部シス
テムとの連携を前提にした要件を具体的に明
文化することをご提案します。

現状の要件定義書には、外部インター
フェース要件の項がなく、対応できる連携
方法と連携を実現するための手段の記
載がないため、統合集約化・対象システ
ムは、単一システムでのクローズド形態
での稼働を前提にしているように見受け
られます。導入できる統合・集約化・対象
システムの数を増やすためには、システ
ム形態の多様化に対応できる要件を付
加するべきと考えます。

統合集約化・対象システム側からの個別
要求という位置づけではなく、「どのよう
な連携方法ならば対応可能か」をあらか
じめ明文化しておくことで、府省側にとっ
ても政府共通追プラットフォームフォーム
利用の可能性を検討しやすくなります。
また、設計・開発事業者側もシステム間
連携を前提にした設計を当初から実施す
ることが出来ます。

ご指摘の外部システムの連携がどの
ようなものか不明ですが、現時点にお
いては、統合・集約化対象システムと
関連システムとの連携は、当該システ
ム側において対応を行うことを想定し
ていることから、原案のとおりとします。

－

要4 15-56 質問 要件定義書 全般 全般

運用開始後の追加システム移行に伴う作業
（ファイアウォール等ネットワーク設定変更、監
視設定、パッチ適用調整等）は、本調達範囲外
と考えてよろしいでしょうか。

運用開始後の平成24年度末までは、
本調達の対象となります。

－

要5 15-1 意見 要件定義書 9

1. はじめに
1.5 プロジェクトの体
制

「表1-1 プロジェクトの体制と役割」において、
「設計・構築事業者」の役割として、以下を追加
頂けますでしょうか。

・機器・ソフトウェア賃貸借の要件を提示する。
・施設・設備賃貸借の要件を提示する。

「図2-1 全体スケジュール（案）」にて作
業が明記されており、役割として明記した
方がよいと考えられるため。

表1-1はあくまでも概要を示しているも
のですが、貴見を踏まえ関係箇所を修
正します。なお、具体的な役割は、調
達仕様書を参照願います。

表1-1のタイトルに「主な」と
記載

要6 15-2 意見 要件定義書 9

1. はじめに
1.5 プロジェクトの体
制

「表1-1 プロジェクトの体制と役割」において、
「機器・ソフトウェア賃貸借事業者」、「施設・設
備賃貸借事業者」の役割として、以下を追加頂
けますでしょうか。
【機器・ソフトウェア賃貸借事業者】

・機器パラメータ設計及びソフトウェアパラ
メータ設計に係る作業を実施する。
【施設・設備賃貸借事業者】

・フロア設計に係る作業を実施する。

「図2-1 全体スケジュール（案）」にて作
業が明記されており、役割として明記した
方がよいと考えられるため。

表1-1はあくまでも概要を示しているも
のですが、貴見を踏まえ関係箇所を修
正します。なお、具体的な役割は、調
達仕様書を参照願います。

表1-1のタイトルに「主な」と
記載

要7 6-4 質問 要件定義書 10
図2-1 全体スケ
ジュール(案)

本スケジュールは、本番環境に関するスケ
ジュールと理解して宜しいでしょうか。
統合・集約化対象システムに対し、本番環境に
先立ち、検証環境がリリースされるものと理解
して宜しいでしょうか。
（政府共通プラットフォームに移行する統合・集
約化対象システムは、本番環境に移行する前
に検証環境で移行テストを行なうことが求めら
ています。政府共通プラットフォームに移行す
る、霞が関ＷＡＮのアプリケーション（電子掲示
板/電子文書交換システム）としては、平成24
年第２四半期に検証環境、第３四半期に本番
環境のリリースが必要だと考えております。）

平成24年度の本番運用開始前におい
ては、他のシステムの安定稼働に影響
を及ぼす可能性がないことから、統合・
集約化対象システムが検証環境及び
本番環境の構築・テスト等を同時並行
的に実施することを想定しています。
本番運用開始以降については、御指
摘のように、本番環境移行前に検証環
境でテストを実施することが必須となり
ます。

－

要8 9-1 意見 要件定義書 10
2.1.1
図中

構築自体が「機器・ソフトウエア賃貸借」の調達
に入っているようにみえますが正しいでしょう
か。
また、機器の調達・構築完了まで３カ月しかな
く、設置から構築全般までの対応は物理的に
不可能ではと考えますがいかがでしょうか？。
短納期での実現において可能となる前提条件
等の想定などご教示ください。

本件の遂行を確実に行うためにはより長
く工期が必要と考えるため。

設置から構築全般までの対応が物理
的に不可能であるという理由が不明で
すが、当該スケジュールは、過去に主
管課で行った共同利用システム基盤
の機器等の調達における実績（開札か
ら業務アプリケーションを除く範囲の構
築・テストまで合計約４月で実施。）を
踏まえ設定しており、可能な工期であ
ると認識しています。
なお、「機器の調達・構築完了まで３カ
月しかない」との御指摘ですが、６か月
を想定しています。

－

要9 9-2 意見 要件定義書 10
2.1.1
図中

工程案の修正が必要かと思われますが、本仕
様案において実現できる工程の想定（いつまで
に何が完了するので実現可能・・とされる想定）
につきましてご教示ください。

設備工事が同時期に行われ、本来前工
程となるべき工程が同時期となっており
ます。設備工事が完了しないと機器の搬
入ができず機器の導入作業が終わらな
いと考えます。機器自体の構築全般が終
わらないとシステム構築が開始できない
ととらえているため。

施設の工事が完了しないと実施できな
い作業については、施設工事完了後
に実施することを想定していたところで
すが、作業工程明確化のため、表3-1
のスケジュールを一部修正します。

表3-1「整備スケジュール
（予定）」
「導入設定」を「手配」に訂
正。
「テスト」を「導入設定・テス
ト」に訂正。

各社内
の番号

意見招請結果

回答内容 修正案

政府共通プラットフォームの整備に係る設計・構築作業の調達における意見招請（要件定義書）
23年4月5日～25日の意見招請期間中に事業者

から寄せられた意見等とその対応
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項番 会社名 質問/意見
該当資料

全体/本文/
別添

頁 項目名 意見・質問等 理由
各社内
の番号

意見招請結果

回答内容 修正案

要10 9-3 意見 要件定義書 10
2.1.1
図中

本案件を確実に進めるうえでは工期の延長が
望ましいと考えますがいかがでしょうか。
また、２５年度中ごろから運用開始となると思
われますが、この参考内容自体は、”この時期
に行う予定というのではなく、この程度の期間
がかかる”、ということを示しているものでしょう
か？。

参考として移行スケジュール例がありま
すが、施設要件がなければ設計すること
ができず、そして構築が完了していなけ
れば移行ができないと考えます。移行開
始はH２４年第一四半期の半ばとなり、さ
らにテストが終了しないと開発環境が利
用できず、移行が行えず、移行しないと
試験ができないため非常にタイトな工程
案であると考えるため。

施設の要件は要件定義書で明記して
おり、貴見の主旨が不明ですが、工期
に係るご指摘は項番１（←最終的に修
正）の回答のとおりです。なお、参考に
ついては文字通り参考として示してい
るものであり、各対象システムの規模、
難易度等によって移行のスケジュール
は異なることを想定しています。

－

要11 15-3 意見 要件定義書 10

2. スケジュール定義
2.1. 全体スケジュー
ル
2.1.1. 政府共通プ

ラットフォームの全体
スケジュール

「図2-1 全体スケジュール（案）」の「設計・構
築」の運用引継、教育訓練において、「運用」に
も同じ作業が必要かと考えます。

運用においても、運用引継、教育訓練を
受ける作業が必要と考えられるため。

運用事業者における引継等は、運用
業務を請け負うに当たっての前提条件
であることから、原案のとおりとします。
なお、運用に係る要件の作成において
貴見に留意します。

－

要12 15-4 意見 要件定義書 10

2. スケジュール定義
2.1. 全体スケジュー
ル
2.1.1. 政府共通プ

ラットフォームの全体
スケジュール

「図2-1 全体スケジュール（案）」の「機器・ソフ
トウェア賃貸借事業者」、「施設・設備賃貸借事
業者」の設計作業について、本設計作業は重
要な作業であり、ご提示頂いた期間では作業が
完了できず、以降の作業に影響を与える可能性が
あると考えます。

設計・構築事業者による方式設計を受け
て、機器・ソフトウェア賃貸借事業者が実
施するハードウェア・ソフトウェアのパラ
メータ設計は、重要な工程であると考え、
調達が別れることも鑑みると実際に設定
する作業と同程度以上の期間が必要と
考えられるため。

機器及びソフトウェアパラメータ設定に
必要な情報については、機器・ソフト
ウェア賃貸借事業者に提案時に原案
を作成していただくことを想定していま
す。
また、フロアレイアウト図についても、
施設・設備賃貸借事業者に提案時に
提案時に原案を作成していただくことを
想定しています。
これらを勘案すれば、調達仕様書の整
備スケジュール（予定）等にお示しした
スケジュール期間内に実施可能と考え
ます。

－

要13 15-5 質問 要件定義書 11

2. スケジュール
2.1 全体スケジュー
ル
2.1.2. 統合集約化

対象システムの稼働
予定スケジュール

統合集約化対象システムの稼動スケジュール
をご提示いただける時期について、ご教授頂け
ますでしょうか。

調達仕様書3.5.において、「入札公告
期間中に別途提示」と記載しています
が、入札公告時に提示することとしま
す。

－

要14 9-4 意見 要件定義書 12
3.1.1
ミドルウエア（ｗｅｂ・
アプリケーション用）

政府共通PFでミドルウエアを一部入れることに
なっておりますが、具体的な記載を入札までに
ご提示いただけますようお願いいたします。

ミドルウェアの種類の記載がないと費用
の積算をすることができないため。

設計・構築に必要な最低限の情報は、
統合・集約化対象システムの提示とあ
わせ、入札公告時に提示することとし
ます。

－

要15 15-6 質問 要件定義書 12

3. 提供する機能
3.1. 政府共通プラッ
トフォームが提供す
る機能等
3.1.1. 基盤機能及

び施設・設備

「②アプリケーション動作制御機能」におけるミ
ドルウェア（データベースソフトウェア）につい
て、備考に記載がありませんが、Web、アプリ
ケーション用と同様に、政府共通プラットフォー
ムが提供する種類のミドルウェアを考えてよろ
しいでしょうか。

お見込みのとおりです。 －

要16 6-5 意見 要件定義書 13

表3-1 基盤機能及び
その機能を実現する
ための資源
⑥ネットワーク機能
政府共通ネットワー
ク接続
政府共通ネットワー
ク接続回線

備考に「政府共通ネットワークにより提供。」の
記載が必要だと考えます。

ルータと同様に、政府共通ネットワークに
より提供されるものと考えます。

貴見のとおり修正します。
追記「回線は政府共通ネッ
トワークにより提供。」

要17 4-6 意見 要件定義書

13
38～
40
45
63

3.1.1基盤機能及び
施設・設備
5.1.4セグメント設計
要件
5.3.1通信要件
7.5運用管理用機
器、セキュリティ用機
器

要件定義書上、表3-1の⑦フィルタリング機能
としてＷＡＦ（WebApplicationFirewall）が要求さ
れていますが、方式が具体的すぎることから削
除すべきと考えます。

政府共通プラットフォーム全体でのセ
キュリティへの対応方針が定まっていな
い状況で一部のセキュリティ事項にのみ
条件等を規定することは、設計時に矛盾
を生じる可能性があるため。

御指摘の記述は、特に、ＷＡＦの必要
性を指摘されていることから明確化し
たものです。

－

要18 15-7 質問 要件定義書 13

3. 提供する機能等
3.1 政府共通プラッ
トフォームが提供す
る機能等
3.1.1 基盤機能及

び施設・設備

監視機能におけるメールについては、⑪監視
機能のメールサーバを利用すると考えておりま
すが、⑥ネットワーク機能にメールサーバソフト
ウェアを利用するメール機能は、どのような運
用・用途を想定されていますでしょうか。

⑪についてはお見込のとおりです。
⑥については、政府共通プラットフォー
ム側と統合・集約化対象システム担当
府省との間で、政府共通ネットワークを
介した電子メールによる事務連絡等を
行うことを想定しています。

－

要19 4-3 意見 要件定義書
12
31

3.1政府共通プラット
フォームが提供する
機能等
5.1.3本番環境以外
の環境のネットワー
ク要件

要件定義書上、開発環境の用途及び環境条件
等を明確にすべきであると考えます。全てのシ
ステムの開発環境の要望に応えることは現実
的ではないため、開発環境の利用条件として、
「Java、.Net等の汎用的なアプリケーションを対
象として」と追記すべきと考えます。

開発環境として整備すべき開発・試験用
のミドルウェア群は、開発するアプリケー
ションの種類により大幅に異なり、全ての
開発環境を整備することは困難であるた
め。

開発環境については、活用方法も含
め、今後各府省と調整しつつ、検討し
ていく予定であることから、現時点で利
用条件を示すことは想定しておらず、
原案のとおりとします。

－

要20 6-6 意見 要件定義書 12
表3-1 基盤機能及び
その機能を実現する
ための資源

バッチ機能についての記載が必要だと考えま
す。

P20「運用業務」にバッチ業務記載があ
り、その基本機能に対する記載が漏れて
いると思われます。

バッチは統合・集約化対象システムが
作成するものとしており、政府共通プ
ラットフォームでは基盤機能として提供
しないことから、記述していません。

－
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項番 会社名 質問/意見
該当資料

全体/本文/
別添

頁 項目名 意見・質問等 理由
各社内
の番号

意見招請結果

回答内容 修正案

要21 6-7 意見 要件定義書 12
表3-1 基盤機能及び
その機能を実現する
ための資源

認証機能についての記載が必要だと考えま
す。

P69「(7)情報セキュリティについての機
能」において認証の記載があり、その基
本機能に対する記載が漏れていると思
われます。

御指摘の点については、政府共通プ
ラットフォームの運用を行うに当たっ
て、運用要員に必要な主体認証につい
て記述したものであり、表3-1にお示し
しているような統合・集約化対象システ
ムに対する提供機能ではないことか
ら、原案のとおりとします。

－

要22 15-8 質問 要件定義書 14
表 3-2 施設及びを
構成する設備

運用管理室の設計についても、設計、構築事
業者の対象範囲となりますでしょうか。または、
施設、設備賃貸借事業者の対象範囲となりま
すでしょうか。

運用管理室の設計については、主幹
課の指示の下、設計・構築事業者にと
りまとめ（設計書への記載等）を行って
いただく必要があると考えます。施設・
設備賃貸借事業者の作業の対象では
ありません。

－

要23 9-5 意見 要件定義書 15

3.1.3
多様な組み合わせ
で利用されることを
想定し、柔軟な組み
合わせで環境及び
資源の提供が可能と
なる設計構築を行く
必要がある。

「多様」及び「柔軟」の具体的内容につきまして
記載をいただけますようお願いいたします。具
体的には少なくとも統合対象システムの現行シ
ステムのＯＳの種類は何か、ＣＰＵアーキテク
チャは何か、どの程度のスペックのサーバが稼
動上必要とするか、また拡張性の幅についても
あらかじめ記載をいただくことが必要かと考え
ます。このような定量的な指標を入札時点でご
提示頂けますよう宜しくお願いいたします。

定量的な指標の記載がないと費用の積
算をすることができないため。

設計・構築に必要な最低限の情報は、
統合・集約化対象システムの提示とあ
わせ、入札公告時に提示することとし
ます。

－

要24 15-9 質問 要件定義書 15

3. 提供する機能等
3.1 政府共通プラッ
トフォームが提供す
る機能等
3.1.3. 政府共通プ

ラットフォームが提供
する環境及び資源の
組み合わせ

「表3-3 提供する環境の組み合わせ一覧
（例）」のC～Eについては、バックアップセンタを
利用していないことから、災害発生時のバック
アップセンタへの切り替え運用は実施されない
前提であるという認識で問題ありませんでしょ
うか。

表3-3は例としてお示ししているもので
すが、記載のC～Eについては、お見込
みのとおりです。

－

要25 15-10 質問 要件定義書 16

3. 提供する機能等
 3.1 政府共通プラッ
トフォームが提供す
る機能等
3.1.3. 政府共通プ

ラットフォームが提供
する環境及び資源の
組み合わせ

「表3-4 各環境において提供する資源等の組
み合わせ一覧（例）」のeを選択した場合のネッ
トワーク環境はどのように整備されるのでしょう
か。

御指摘の点については、図5-1におけ
る「府省LANセグメント（A省）」を御参照
下さい。
なお、同図中の「府省LANセグメント（A
省）」を「eセグメント」に修正します。

図5-1等の「府省LANセグメ
ント（A省）」を「eセグメント」
に修正。

要26 15-11 質問 要件定義書 17

3. 提供する機能等
3.1 政府共通プラッ
トフォームが提供す
る機能等
3.1.4. 監視業務

開発環境と本番環境は独立した環境を想定し
ており、開発環境が本番環境へ影響を与える
ことはないと想定しておりますが、開発環境に
おける「本番環境への影響がないことを確認す
るために必要な範囲」での監視業務とは、どう
いった業務を想定されておりますでしょうか。

設計によっては本番環境に影響を与え
る可能性があることを想定し、このよう
な記述としています。

－

要27 9-6 質問 要件定義書 18
3.1.4
監視業務
性能監視、障害監視

本指標は業務アプリケーションの保守業者様
等から提示頂ける想定でよろしいでしょう
か？。また、共通ＰＦにて利用する観点からは
複数システム間で共通化できる監視内容、お
よび基準を策定し、その内容を各個別システム
側にて利用いただくイメージがよいと考えられ
ます。このような観点からのご提案でよいでしょ
うか？。

御指摘の「本指標」が何を指すのか不
明ですが、設計・構築に必要な最低限
の情報は、統合・集約化対象システム
の提示とあわせ、入札公告時に提示す
ることとします。
なお、評価の視点については、入札公
告時に評価基準としてお示しします。

－

要28 15-12 意見 要件定義書
18
114

3.1.4 監視業務
12.4.1 監視業務
①死活監視

「・・が正常に使用可能な状態であることを監視
する。」と記載されておりますが、｢・・の異常を
監視する。｣への修正することを提案します。

「異常を監視する」ことは可能ですが、
「正常に使用可能な状態であることを監
視する」ことが技術的に困難である為。

貴見を踏まえ修正します。

12.4.1.監視業務
①死活監視業務
政府共通プラットフォーム内
の機器及びソフトウェアの
異常を監視する。また、
（略）
（※表3-5も同様に修正。）

要29 15-13 質問 要件定義書 19

3. 提供する機能等
3.1 政府共通プラッ
トフォームが提供す
る機能等
3.1.5. 運用業務

「持ち込み機器及びソフトウェアに関しては、イ
ンシデント管理業務、セキュリティ管理業務、構
成管理業務、ログ管理業務を政府共通プラット
フォームが実施する。」とありますが、P15の表
3-4 各環境において提供する資源等の組み合
わせ一覧（例）において、持ち込み機器に対し
て運用業務を行わない想定となっていると認識
しておりますが、いかがでしょうか。

御指摘の点については、要件定義書
3.1.5.を御参照下さい。

－

要30 9-7 質問 要件定義書 20
3.1.5
・・・・「表３－６　運用
業務」に示す。

提供している仮想化されたOS・ミドルウェア・業
務アプリケーション内部に関わるものでないと
いう認識で良いでしょうか。

「OS・ミドルウェア・業務アプリケーショ
ン内部」が何を指すのか不明ですが、
提供する運用業務は表3-5のとおりで
す。

－

要31 9-8 意見 要件定義書 21

3.1.5
パッチ適用業務
「政府共通プラット
フォームが提供する
OS、ミドルウェアへ
の適用は、統合・集
約対象システムと作
業スケジュールを調
整の上、政府共通プ
ラットフォームが実施
する。」

VM利用者（個別業務システム側）は、従来の
HWベンダと同等の対応とすべきであると考え
ますがいかがでしょうか？。

一般的に、VMを作成して払い出しした場
合、VM上のOSより上の層は業務ＡＰの
担当者の管理範囲となるととらえており
ます。共通ＰＦ側の運用業者がroot権限
にて環境に変化を与えること（またはroot
権限を持つこと）は、コンプライアンスも含
めて実施すべきではないと考えます。

一般的にとしているところから起因した
貴見の意味が不明ですが、政府共通Ｐ
Ｆ側で用意しているものに対する対応
は、政府共通ＰＦ側で対応すべきとの
考えから、現行の要件にしています。

－
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要32 9-9 意見 要件定義書 21

3.1.5
「政府共通プラット
フォームが提供する
資源に関わる変更
（機器追加、設定変
更等）の本番環境へ
の導入及び反映に
向け、各種作業の管
理を実施する。」

「資源に関わる変更」はVM利用者の内容も含
むでしょうか？。

共通ＰＦ側の運用業者がroot権限にて環
境に変化を与えること（またはroot権限を
持つこと）は、コンプライアンスも含めて
実施すべきではないと考えます。VM利用
者（個別業務システム側）は、従来のHW
ベンダと同等の対応とすべきであると考
えます。

資源に係る変更の具体的内容につい
ては、貴見を踏まえつつ、設計段階で
検討します。

－

要33 9-10 意見 要件定義書 21

3.1.5
「手動によるデータ
一括処理の依頼が
統合・集約対象シス
テムからあった場
合、処理の実行を実
施する。」

「データ」とはVM利用者（個別業務システム側）
がVM内に構築しているアプリケーションのデー
タ含むでしょうか。

共通ＰＦ側の運用業者がroot権限にて環
境に変化を与えること（またはroot権限を
持つこと）は、コンプライアンスも含めて
実施すべきではないと考えます。VM利用
者（個別業務システム側）は、従来のHW
ベンダと同等の対応とすべきであると考
えます。

統合・集約化対象システム側から何ら
かの依頼があった場合に対応するもの
です。具体的内容については、貴見を
踏まえつつ、設計段階で検討します。

－

要34 9-11 質問 要件定義書 23

3.2
選択できる製品及び
選択肢は設計・構築
段階で決定するもの
とし

製品の種類個数を入札までに具体的に示して
いただけますようお願いいたします。

機器・ソフトウェアの調達個数について
は、設計段階で検討します。

－

要35 6-8 質問 要件定義書 23
3.2. 基盤機能を実現
するための資源の提
供方法

OSやミドルウェアの選択肢は、設計・構築段階
で決定するとの記載があります。この設計・構
築段階には、アセスメントの作業実施を含むと
いう理解であっているでしょうか。
※選択肢の決定は、既設システムでの利用状
況分析が前提だと考えています。

御指摘の「アセスメント」の主旨が不明
ですが、統合・集約化対象システムに
係るOS、ミドルウェアの利用状況の分
析については、設計・構築事業者に実
施していただくことは想定していませ
ん。
なお、OS、ミドルウェアについても、設
計・構築に必要な最低限の情報は、入
札公告時に提示することとします。

－

要36 9-12 質問 要件定義書 23

3.2
運用段階でも随時見
なおしを行うものとす
る

今回の調達の範囲外であるとの認識で間違い
ないでしょうか？。

お見込のとおりです。 －

要37 15-14 質問 要件定義書 23

3. 提供する機能等
3.2. 基盤機能を実
現するための資源の
提供方法

OS,ミドルウェアの選択肢において、本番運用
開始後に見直しを実施した場合、設計・構築に
関する作業が発生した場合は、運用事業者が
実施するという整理となりますでしょうか。

運用段階におけるOS、ミドルウェアの
見直し方法については、設計段階で検
討します。
調達仕様書において示す業務以外に
業務が発生した場合は、別途調達する
ことを想定しています。

－

要38 7-2 質問 要件定義書 23
3.2. 基盤機能を実現
するための資源の提
供方法

「なお、選択できる製品及び選択肢は設計・構
築段階で決定するものとし、運用段階でも随時
その見直しを行なうものとする。」とされている
が、製品選択肢につしては、具体的にどのよう
な選定基準、選定プロセスで決定されることを
想定されているのか。
また、上記により決定された製品選択肢の有
効期間についてはどのように想定されているの
か。
運用開始後の製品選択肢の変更は、既存の
統合・集約化システムへの影響が大きく相応の
移行の手間とコストがかさむものと思われる
が、運用段階での随時見直しはどのような場
合に実施されることを想定されているのか。

OS、ミドルウェアについて、設計・構築
に必要な最低限の情報は、決定の上、
入札公告時に提示することとします。
運用開始後の方針については、設計
段階において検討します。

－

要39 9-13 意見 要件定義書 25
4.1(1)
セグメント

この場合のセグメントはネットワークセグメント
の意味ではなく、SANを含めた単位としてのセ
グメントとの解釈で問題ないでしょうか？。

セグメントの意味が用語的に明確でない
ため。

お見込のとおりです。 －

要40 9-14 意見 要件定義書 25
4.1(1)
図中

要件からは、DR系が設置されているところで最
低限の監視しかしないという解釈ができます
が、最低限何らかの監視用サーバが必要と考
えますがいかがでしょうか？。

バックアップセンタに運用管理サーバが
ないように見受けられるため。

”DR系”がバックアップセンタを意味す
るのであれば、バックアップセンタ上に
ある各環境ごとに”運用管理セグメン
ト”が図中にありますので、運用管理
サーバを設置する想定です。

－

要41 9-15 質問 要件定義書 25
4.2性能要件

政府共通PF上での設計を行ううえでは、現状
の各システムの処理能力、データ保管能力な
ど、定量的な情報がなくては、作業工数、作業
項目の見極めが難しい状況にございます。入
札前に提示をお願いいたします。

設計・構築に必要な最低限の情報は、
統合・集約化対象システムの提示とあ
わせ、入札公告時に提示することとし
ます。

－
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要42 4-2 意見 要件定義書 25 4.2.性能要件

要件定義書上、「同等以上の能力を実現できる
だけの資源を提供することを基本とする」とあり
ますが、「以上」の表現は削除すべきと考えま
す。
また、統合・集約化対象システムが満たすべき
性能を実現するにあたっては、14ページの
「ウ．総合テスト」にて「政府共通プラットフォー
ム上に統合・集約化対象システムを搭載した上
で、同等の能力を実現できることを確認するた
めの性能検証を実施する」と追記すべきと考え
ます。

統合・集約化対象システムの同等「以
上」の性能保証は統合・集約化対象シス
テムの現行システムではなく新たな性能
要件に基づく必要があるため。
また同等の性能保証をするためには、要
求スペック通りの仮想サーバ環境を提供
するだけではなく、政府共通プラット
フォーム上の全システムを搭載した状態
で、各システムの性能要件を考慮した性
能検証を行うことが必須であるため。

御指摘の要件定義書における記述
は、「現行システムではなく新たな性能
要件に基づく必要がある」場合を妨げ
るものではないことから、原案のとおり
とします。
また、統合・集約化対象システムの性
能要件を満たしているかどうかの判断
は、統合・集約化対象システムの担当
府省が行うことを想定しており、原案の
とおりとします。

－

要43 9-18 意見 要件定義書 25

4.2性能要件
統合・集約化対象シ
ステムが、政府共通
プラットフォーム上で
稼動以前に、その業
務処理のために必
要としていたシステ
ムの処理能力、デー
タ保管能力について
は、同等以上の能力
を実現できるだけの
資源を提供すること

移行対象システムで移行前と同等以上の性能
を確保するために必要となる資源（CPU、メモリ
等）は、該当システム担当者様等より提示頂け
る認識でよろしいでしょうか？。
また、提示された資源を割り当てたにも関わら
ず、同等以上の性能が確保できなかった場
合、移行対象システム側の責任にて対応頂け
る認識でよろしいでしょうか？

業務システムの性能はＰＦ以外にも起因
する可能性があるため、責任分解点を明
確にするためにも、業務アプリケーション
側で必要な資源をサイジングして頂くこと
が重要と考えるため。

どの程度の資源を用意するかについ
ては、統合・集約化対象システムの要
望や稼働状況を踏まえ、設計・構築事
業者においてご検討いただく予定で
す。
御指摘の責任分界については、要件
定義書8.4.1情報セキュリティ対策の範
囲を基本としつつ、設計段階において
検討します。

－

要44 9-16 質問 要件定義書 25

4.2性能要件
「同等以上の能力を
実現できるだけの資
源を提供することを
基本とする。」

「同等の性能を確保するよう努力すること」と、
記述の変更をいただくことは可能でしょうか？。

貴見の理由が不明のため、回答しか
ねます。

－

要45 9-17 質問 要件定義書 25

4.2性能要件
「他の共有システム
の処理能力に支障を
きたさないシステム
構成とすること。」

「他の共有システムの処理能力への影響を限
定的にするすシステム構成とすること。」と、記
述の変更をいただくことは可能でしょうか？。

貴見の理由が不明のため、回答しか
ねます。

－

要46 15-15 質問 要件定義書 26
4. システム方式要件
定義
4.2. 性能要件

「各統合・集約化対象システムの特性（ピーク
時間、バッチ処理が多い等）を踏まえて可能な
限りCPU、メモリ、ストレージが有効活用できる
最適なシステム構成を提供すること」とあります
が、統合・集約化対象システムの特性を調査
するための作業の主体は、総務省様の方で実
施されるという認識で問題ありませんでしょう
か。

御指摘の「統合・集約化対象システム
の特性を調査するための作業」がどの
程度の範囲、内容を意図されているか
不明ですが、設計・構築に必要な最低
限の情報は、統合・集約化対象システ
ムの提示とあわせ、入札公告時に提示
することとします。
なお、統合・集約化対象システムに関
する情報は、移行支援作業において、
設計・構築事業者に収集等をしていた
だくものもあると考えています。

－

要47 4-12 意見 要件定義書 26 4.2.1 拡張性要件

要件定義書上、拡張性要件において、「ＣＰＵ、
メモリ使用率、ストレージ使用量の伸びが予想
される場合、「12.4.2①システム資源管理業務」
に従い、対応できること。」との記載があります
が、初期環境として確保すべき拡張性の考え
方を示す必要があると考えます。よって、仕様
書上では、「拡張性設計において、統合・集約
化対象システムの運用期間を通じた各種資源
使用量増加予測から初期環境として必要な拡
張性を確保する。また、運用中に「システム資
源管理業務」の中で、当初予測を超える拡張
性が必要となった場合は、当該業務の中でシ
ステム資源の変更計画を策定して、その計画
に基づき対応する。」とすべきと考えます。

運用中に柔軟に割り当て可能となる仮想
資源の範囲を明確にしておかないと予算
措置が困難になると考えられるため。

御指摘の点については、設計段階に
おいて検討します。

－

要48 6-9 質問 要件定義書 27 4.3. 信頼性要件
統合・集約化対象システムの現行の処理性能
についてご教授いただきたい。

設計・構築に必要な最低限の情報は、
統合・集約化対象システムの提示とあ
わせ、入札公告時に提示することとし
ます。

－

要49 9-19 意見 要件定義書 27

4.3信頼性要件
「統合・集約化対象
システムにおいて発
生する処理負荷や
障害の影響を、他の
システムに与えない
ようなシステム構成
とすること。」

「他の共有システムの処理能力への影響を限
定的にするシステム構成とすること。」と、記述
の変更をいただくことは可能でしょうか？。

仮想化環境における集約のデメリットとし
て、リソースの共有および仮想化基盤の
層を通すことによるオーバヘッドがあると
思われます。同一の仮想化基盤上で動
作した場合、稼動するシステム同士で影
響がでることも考えられます。これらの
ケースにおいて、影響の範囲を限定的に
することは可能と考られるため。

貴見のようなデメリットを解消した設計
とすべきであり、原案のとおりとしま
す。

－

要50 4-13 質問 要件定義書 27 4.4 可用性要件

要件定義書上、「統合・集約化対象システムの
提供業務に直接影響がある範囲において、年
間稼働率99.99％を確保する」と目標値を設定
していますが、その対象範囲としては、政府共
通プラットフォーム側の提供資源に限定される
という認識でよろしいでしょうか。

－ お見込のとおりです。 －
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要51 14-1 質問 要件定義書 27
4.4
可用性用件

「統合・集約化対象システムの提供業務に直接
影響がある範囲において年間稼働率99.99%を
確保する」と記載がありますが、本番環境でか
つ社会的に影響の大きなシステムが対象とな
るとの認識で相違がございませんでしょうか。
P.28 表4-1 「回復目標レベルの設定（想定）」と
同様に、検証環境及び開発環境を含め統合・
集約化対象システムについて業務への影響度
を鑑み、ランク付けを行いSLAを決定していくも
のと想定しております。

政府共通プラットフォームが提供する
資源のうち、統合・集約化対象システ
ムの提供業務に直接影響がある範囲
については99.99％としており、御指摘
の「社会的に影響の大きなシステム」
のみに言及しているものではありませ
ん。
また、統合・集約化対象システムに対
するサービスは、運用規程において決
定していくものと考えます。

－

要52 6-10 質問 要件定義書 28 4.4.2　災害対策

メインセンタからバックアップセンタへの切替
は、メインセンタ全体の稼動継続が困難な場合
とされていますが、メインセンタとバックアップセ
ンタの負荷分散的な運用は無いと理解して宜
しいでしょうか。

御指摘の点については、設計段階に
おいて検討します。

－

要53 9-20 意見 要件定義書 28

4.4.2災害対策
「統合・集約化対象
システムにおいて発
生する処理負荷や
障害の影響を、他の
システムに与えない
ようなシステム構成
とすること。」集約化
対象システムの業務
提供のために必要な
最小限の資源」

最小限の示す範囲や求められる性能や機能を
入札前に明確にしていただけますようお願いい
たします。

あらかじめの構築イメージや構築工数を
見積ることが難しいと考えており、これに
伴いSLAや契約を履行するうえでの前提
があいまい化するものととらえているた
め。

最小限の範囲等は設計段階で具体化
する予定ですが、統合・集約化対象シ
ステムの提示に合わせ提供する情報
をご参照いただき想定願います。

－

要54 4-34 意見 要件定義書 28 4.4.2災害対策

要件定義書上、「回復目標レベル（目標復旧時
間及び目標復旧ポイント）は統合・集約化対象
システムごとに選択できるようにすること」との
記述がありますが表４－１に示されるようなレ
ベル分けで定義するのでは無く、SLAの記述の
前段にて「統合・集約化対象システムの災害時
及び障害時の業務継続要件を考慮の上、」と
追記すべきと考えます。

各対象システムの業務継続要件を踏ま
え、障害時および災害時含めて目標復
旧時間及び目標復旧ポイントを定め、
バックアップセンタ環境とのデータ処理方
式などを設計することが必要であるた
め。

回復目標レベルの設定については、今
後、統合・集約化対象システムと調整
しつつ、決定する予定であり、原案のと
おりとします。

－

要55 15-16 意見 要件定義書 28

4. システム方式要件
定義
4.4. 可用性要件
4.4.2. 災害対策

バックアップセンタにおける災害対策の要件定
義についても、追加頂けますでしょうか。

バックアップセンタが災害にあう可能性も
考えられるため。

御指摘の点は、貴見を踏まえつつ、設
計段階において検討します。

－

要56 9-21 意見 要件定義書 29

4.5.1検証環境に関
わる要件
「パフォーマンス試験
が実施できるよう、
仮想資源を可能な限
り提供できること。」

要件にある「可能な限り」として想定される具体
的イメージをご教示ください。

試験環境は本番と同等の環境になると
想定されますが、VMがどの仮想化基板
上で動くかによってリソースの競合状態
が変わると考えます。このため、本番環
境で動作する場合のパフォーマンスをあ
らかじめ確定しておくことが必要かと考え
ます。

要件定義書の各事項、今後提示予定
の統合・集約化対象システム等の情報
をご勘案の上判断願います。

－

要57 15-17 質問 要件定義書 29

4. システム方式要件
定義
4.5. 政府共通プラッ
トフォームが提供す
る機能
4.5.2. 開発環境に

関わる要件

開発環境は各府省により一時的に利用される
環境と想定しておりますが、利用終了後の資源
の初期化等の作業は、運用事業者の作業とい
う認識で問題ありませんでしょうか。

開発環境の整備については、当面の
ニーズを各府省と調整することとしてい
ます。開発環境の具体的な役割を含め
て、今後各府省と調整しつつ検討して
参ります。

－

要58 4-4 意見 要件定義書 29
4.5.2開発環境に関
わる要件

要件定義書上、「開発環境のソフトウェアは
OSSを基本とする」旨の記載がありますが、統
合・集約化対象システムを前提とした開発環境
であるならば、開発環境のみOSSを採用するこ
とは矛盾があります。
もし要求事項としてOSSを推奨する場合は、開
発環境だけではなく、本番・検証環境を含めた
形で記載されるべきと考えます。

本番環境に見合った環境でアプリケー
ションの検証を行わないと、システムの
品質保証ができないため。

「情報システムに係る政府調達の基本
指針」（2007年（平成19年3月1日各府
省情報化統括責任者（CIO）連絡会議
決定））の主旨を踏まえたものですが、
貴見を踏まえ修正します。

4.5.2.開発環境に係る要件
（略）
開発環境において政府共通
プラットフォームが提供する
ソフトウェアは、OSSオープ
ンな標準に基づくものを基
本とすること。

要59 6-11 質問 要件定義書 29
4.5.2. 開発環境に関
わる要件

開発環境において政府共通プラットフォームが
提供するソフトウェアをOSSに限定している理
由についてご教授願います。
※商用ソフトウェアでの開発環境が必要なケー
スも多々あるかと想定しています。

「情報システムに係る政府調達の基本
指針」（2007年（平成19年3月1日各府
省情報化統括責任者（CIO）連絡会議
決定））の主旨を踏まえたものですが、
貴見を踏まえ修正します。

4.5.2.開発環境に係る要件
（略）
開発環境において政府共通
プラットフォームが提供する
ソフトウェアは、OSSオープ
ンな標準に基づくものを基
本とすること。

要60 9-22 意見 要件定義書 29

4.5.2
「開発環境において
政府共通プラット
フォームが提供する
ソフトウェアは、OSS
を基本とすること。」

OSSも本番環境で奨励するか、もしくはどちら
でも使わないようにするのか統一すべきと考え
ますがいかがでしょうか？。また、あわせてＯＳ
Ｓを基本とする意図を教えていただけますよう
お願いいたします。

本番環境と開発環境で利用しているソフ
トウェアが変わると、開発環境の持つ「検
証する」という本来の意味が失われると
考えられるため。

「情報システムに係る政府調達の基本
指針」（2007年（平成19年3月1日各府
省情報化統括責任者（CIO）連絡会議
決定））の主旨を踏まえたものです。
なお、貴見を踏まえ修正します。

4.5.2.開発環境に係る要件
（略）
開発環境において政府共通
プラットフォームが提供する
ソフトウェアは、OSSオープ
ンな標準に基づくものを基
本とすること。
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要61 10-1 意見 要件定義書 29 4.5.2
「開発環境において政府共通プラットフォーム
が提供するソフトウェアはOSSを基本とするこ
と。」という部分は削除すべき。

開発環境は、業務アプリケーションで利
用するミドルウェアやOS、開発言語など
によって最適なツールを選択する方が効
率的であり、また開発やサポート費用も
削減できると考えられる。OSSに限定す
ると選択肢が狭くなり、各府省のニーズ
に十分対応できないことも考えられるた
め、要件定義書の14ページ3.1.2.(3)に記
載されている通り、当面のニーズを各府
省と調整した上で整備するべきであると
考える。また、標準化に当たっては、標準
化団体における動向、普及度合いなどの
実現性、オープンスタンダードの採用な
どの相互運用性等を幅広く検討して採用
技術を決定するべきである。

「情報システムに係る政府調達の基本
指針」（2007年（平成19年3月1日各府
省情報化統括責任者（CIO）連絡会議
決定））の主旨を踏まえたものですが、
貴見を踏まえ修正します。

4.5.2.開発環境に係る要件
（略）
開発環境において政府共通
プラットフォームが提供する
ソフトウェアは、OSSオープ
ンな標準に基づくものを基
本とすること。

要62 4-8 質問 要件定義書 30 4.6.将来要件

要件定義書上、「稼働後も政府情報システム
の基盤として、より統合・集約化を進めて拡大
していくことを目指している」とありますが、政府
共通プラットフォーム側の提供資源の拡大を考
慮した設計を行う必要があると考えます。
25年度以降の統合・集約化対象システム含め
たプラットフォームで利用する資源についての
情報を設計開始時にいただき、政府共通プラッ
トフォームにて将来具備する共通機能含めて
ロードマップを設計するとの認識でよいでしょう
か。

－ お見込のとおりです。 －

要63 4-19 質問 要件定義書 31
5.ネットワーク要件定
義

要件定義書にて「政府共通プラットフォームの
通信基盤である政府共通ネットワークの要件
については、別途「政府共通ネットワークの基
本仕様書」において示す」とありますが、ネット
ワーク設計作業時に必要となる政府共通ネット
ワークの設計情報については、設計開始時に
いただけるとの認識でよろしいでしょうか。

―

平成23年3月現在の「政府共通ネット
ワークの基本仕様書」は、政府調達事
例データベースから入手可能ですの
で、参考にしてください。
　また、本件調達と別途調達する「政府
共通ネットワークの設計・構築等」は、
並行して実施し、詳細な仕様を確定す
る予定でおりますので、必要となる政
府共通ネットワークの設計情報につい
ては、設計開始時以降に提供可能で
す。

（参考）
　政府調達事例データベース
　URL：http://cyoutatujirei.e-
gov.go.jp/
　「政府共通ネットワーク」で検索

－

要64 6-12 質問 要件定義書 31 5.1.2. 通信要件

「政府共通プラットフォーム内で使用する通信
プロトコルはTCP/IPを基本とし、」とあります
が、TCP/IP以外のプロトコルがあれば、具体
的にご提示をお願いします。（例：FC）

現段階で想定しているプロトコルを明
記しているものです。

－

要65 6-13 質問 要件定義書 31
5.1.3　本番環境以外
の環境のネットワー
ク要件

4.5.1節の記述より、(1)の検証環境は、バック
アップセンタに設置される環境と理解しました。
(1)と(3)のバックアップセンタ環境の違いは何で
しょうか。
また、(1)では可能な限り本番環境と同じ機器で
あることが謳われておりますが、(3)では本番環
境と同じ機器であることが求められております
が、異なる環境を想定されているのでしょうか。

御指摘の環境の定義については、要
件定義書をご参照ください。
なお、（１）と（３）の環境は、結果的に同
一の環境になる想定ですが、設計・構
築時の検討において異なる環境となる
可能性もあるため、要件をそれぞれ記
載しています。

－

要66 5-2 意見 要件定義書 32 5.1.3(3)

バックアップセンターへの切り替え方法につい
て、「バックアップセンターへは、運用者による
手動切り替えの他、各センターの状況に応じた
自動切り替えが設定できる事」の一文を追記頂
きたく存じます。

災害等の原因により、本番/バックアップ
の機器類へ論理的、物理的に到達でき
なくなる事態に備え、ある条件下で自動
的に切り替わる等の機能が必要と考えま
す。
また、切り替わりにDNSを利用する場合
は、DNSSecへの対応が必要と考えま
す。

御指摘の点については、設計段階に
おいて検討することから、原案のとおり
とします。

－

要67 9-23 意見 要件定義書 32
5.1.4

例にあるような役割毎にセグメントを分離する
ことは必須でしょうか？。事例としてとらえ、設
計工程の中で具体化するということでよろしい
でしょうか？。

セキュリティ的な要件なのか、実装上の
要件なのか判断がつかないため。また、
規模や構成により最適な実装方法が異
なると考えられるため。

御指摘の図は、事例としてお示しして
いるものであり、設計段階において検
討します。

－

要68 6-14 意見 要件定義書 33
図5-1 本番環境セグ
メント概要図（例）

政府共通ネットワークとeセグメントとの間に回
線接続する場合の条件を予め提示しておくこと
が必要と考えます。

政府共通ネットワークを経由したときの
サービス条件（暗号化/帯域制御の必要
性 etc.）を定めないと政府共通ネットワー
ク側の設計・構築に影響が出る可能性が
あるため。

eセグメント内に整備された統合・集約
化対象システムを政府共通ネットワー
クに接続する場合、各統合・集約化対
象システムにて整備していただくことを
想定していることから、御指摘の点は、
記載不要と考えます。

－

要69 15-18 質問 要件定義書 34

5. ネットワーク要件
定義
5.1. 基本要件
5.1.4. セグメント設

計要件

「図5-2 バックアップセンタ環境セグメント概要
図（例）」において、本番環境にはある「府省
LANセグメント」がバックアップセンタにはありま
せんが、問題ありませんでしょうか。

御指摘の点については想定していませ
ん。
なお、「府省LANセグセグメント（A省）」
については、「eセグメント」に修正しま
す。

「府省LANセグセグメント（A
省）」については、「eセグメ
ント」に修正します。
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要70 15-19 質問 要件定義書 36

5. ネットワーク要件
定義
5.1. 基本要件
5.1.4. セグメント設

計要件

「図5-4 開発環境セグメント概要図（例）」にお
いて、開発環境は、政府共通ネットワークに接
続されていないように見受けられますが、各府
省が開発環境を利用する場合は、インターネッ
ト経由でリモート接続して利用するという認識と
なりますでしょうか。

お見込みのとおりです。 －

要71 9-24 質問 要件定義書 38
5.1.4セグメント設計
要件

見積もりをしていくうえでサイジングの根拠とな
る数値や機器内で必要となる機能がどのような
ものか、入札前にご教示をお願いいたします。
また、あわせて統合対象システムの現在のNW
トラフィック量と機器数をご教示ください。

設計・構築に必要な最低限の情報は、
統合・集約化対象システムの提示とあ
わせ、入札公告時に提示することとし
ます。

－

要72 6-16 質問 要件定義書 38

表5-2　セグメント別
設置機器(例)
政府共通ネットワー
ク接続セグメント

設置が想定される機器については例であり、政
府共通プラットフォーム、政府共通ネットワーク
の何れが準備するかまでは言及していないと
の理解で宜しいでしょうか？帯域制御装置は、
政府共通ネットワークが提供する設備であると
考えます。

セグメント別設置装置機器について
は、例として記述しています。具体的な
機器については、貴見を踏まえ、設計
段階において検討します。

－

要73 6-15 質問 要件定義書 38
表5-2 セグメント別
設置機器(例)

「施設提供セグメント」の用語が使用されており
ますが定義が無いように見受けられます。「dセ
グメント」を指すと理解して宜しいでしょうか。

貴見を踏まえ、「施設提供セグメント」
は「dセグメント」、「府省LANセグメント」
は「eセグメント」と修正します。

「施設提供セグメント」は「d
セグメント」、「府省LANセグ
メント」は「eセグメント」と修
正します。

要74 15-20 質問 要件定義書 38

5. ネットワーク要件
定義
5.1. 基本要件
5.1.4. セグメント設

計要件

「表5-1 セグメントの種類と役割（例）」における
「dセグメント」「eセグメント」というセグメントが、
概要図に記載されておりませんが、どのセグメ
ントを想定されておりますでしょうか。

「施設提供セグメント」を「dセグメント」、
「府省LANセグセグメント（A省）」を「eセ
グメント」に修正します。

「施設提供セグメント」を「d
セグメント」、「府省LANセグ
セグメント（A省）」を「eセグメ
ント」に修正します。

要75 15-21 質問 要件定義書 38 表5-1

dセグメントおよびeセグメントは、全体構成にお
けるどの位置に入るか、想定がございますで
しょうか。「5.5 dセグメント要件」の記述では、
「施設提供セグメント」の一種とも読めますが、
その認識で正しいでしょうか。

「施設提供セグメント」を「dセグメント」、
「府省LANセグセグメント（A省）」を「eセ
グメント」に修正します。

「施設提供セグメント」を「d
セグメント」、「府省LANセグ
セグメント（A省）」を「eセグメ
ント」に修正します。

要76 1-4 質問 要件定義書 38
表5-2　セグメント別
設置装置機器（例）

インターネット負荷分散装置は、施設・設備賃
貸借にて提供される回線が、BGPを用いてマ
ルチホーミングされていれば専用機は不要と考
えております。今回の施設・設備賃貸借の回線
調達仕様にはそのような要件が加えられる予
定はありますでしょうか。

御指摘の点については、設計段階に
おいて検討します。

－

要77 1-5 意見 要件定義書 38
表5-2　セグメント別
設置装置機器（例）

政府共通ネットワーク接続セグメントに設置す
る帯域制御装置の削除をご検討ください。

政府共通ネットワークに利用機関毎に帯
域制御する機能を用意すると「政府共通
ネットワーク基本仕様書」に明記されてい
ます。この機能を使うことでコストを削減
でき、また、障害ポイントを減らすことで
運用効率も向上します。

セグメント別設置装置機器について
は、例として記述しています。具体的な
機器については、貴見を踏まえ、設計
段階において検討します。

－

要78 6-17 意見 要件定義書 38

表5-2　セグメント別
設置機器(例)
政府共通ネットワー
ク接続セグメント

政府共通ネットワーク接続セグメントに帯域制
御装置を設置する場合、帯域制御対象とする
システムのフローの情報を共通ネットワーク側
と共有する必要があると考えます。

共通ネットワーク側は、帯域制御対象と
するフローとそうでないフローを区別しな
いで転送するため。

御指摘の点については、設計段階に
おいて検討します。

－

要79 6-18 意見 要件定義書 38
表 5-2 セグメント別
設置機器（例）

「セグメント」⇒「インターネットDMZセグメント」
に負荷分散装置が必要と考えます。

1点障害（物理サーバダウン、或いは
Guest OSダウン等）によるサービス停止
状態を避けると考えます。

表5-2にお示ししている機器は、例であ
り、御指摘の点については、設計段階
において検討します。

－

要80 6-19 意見 要件定義書 39
表 5-2 セグメント別
設置機器（例）

「セグメント」⇒「政府共通ネットワークDMZセグ
メント」に負荷分散装置が必要と考えます。

同上
表5-2にお示ししている機器は、例であ
り、御指摘の点については、設計段階
において検討します。

－

要81 6-20 意見 要件定義書 38
表 5-2セグメント別
設置機器（例）

「セグメント」⇒「インターネットDMZセグメント」
中の設置想定機器の中に「ストレージ用スイッ
チ機器」とあり、仮想サーバ経由でストレージ
へのアクセスを行うと想定しておりますが、セ
キュリティ上設置は好ましくないと考えます。

P.45の5.3.1通信要件中、「DMZ以外の物
理サーバ、及びネットワーク機器がイン
ターネットから直接アクセスされないよう
に保護すること」と記載があり要件を満た
すことができますが、不測の事態を考慮
しFirewallを経由し、ログ管理が可能な通
信であるべきと考えます。

表5-2にお示ししている機器は、例であ
り、御指摘の点については、設計段階
において検討します。

－

要82 6-21 意見 要件定義書 39
表 5-2 セグメント別
設置機器（例）

「セグメント」⇒「政府共通ネットワークDMZセグ
メント」中の設置想定機器の中に「ストレージ用
スイッチ機器」とあり、仮想サーバ経由でスト
レージへのアクセスを行うと想定しております
が、セキュリティ上設置は好ましくないと考えま
す。

P.46の5.4.1通信要件中、「DMZ以外の物
理サーバ、及びネットワーク機器がイン
ターネットから直接アクセスされないよう
に保護すること」と記載があり要件を満た
すことができますが、不測の事態を考慮
しFirewallを経由し、ログ管理が可能な通
信であるべきと考えます。

表5-2にお示ししている機器は、例であ
り、御指摘の点については、設計段階
において検討します。

－

要83 6-22 質問 要件定義書 43 5.1.7. 性能要件
統合・集約化対象システムの現行の通信性能
についてご教授いただきたい。

設計・構築に必要な最低限の情報は、
統合・集約化対象システムの提示とあ
わせ、入札公告時に提示することとし
ます。

－

要84 4-14 意見 要件定義書 43
5.1.9情報セキュリ
ティ要件

要件定義書上、「外部WANからの接続は、ファ
イアウォールを経由することにより」とあります
が、ネットワークのセキュリティ確保は設計に依
存する旨の記載とすべきであるため、「外部
WANからの接続は、適切なセキュリティを確保
すること」と変更すべきと考えます。

政府共通プラットフォーム全体でのネット
ワークの構成方針が定まっていない状況
で一部の接続条件等を規定することは、
設計時に矛盾を生じる可能性があるた
め。

貴見のとおり修正します。

5.1.9.　情報セキュリティ要件
（略）
・（略）データセンタ間接続回
線等の外部WANからの接
続は、適切なセキュリティを
確保すること。
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要85 5-3 意見 要件定義書 44 5.2 LAN要件

負荷分散装置に関する以下要求要件を追記頂
きたく存じます。
｢データペイロードにおけるコンテンツのどの部
分においても、コンテンツのリライトが可能なこ
と
クライアント/サーバー双方向からのデータの
ヘッダやペイロード全体のコンテンツに基づい
たトラフィック処理の設定やリライトができること
・バランシングの方法として、L3からL7（データ
ペイロード含む）までの情報や負荷分散対象
ノードの死活確認結果などを元にした、スクリ
プトベースの柔軟なルールを定義可能なこと
・ロードバランス時に、httpコンテンツの圧縮や
キャッシングも実施可能なこと、もしくはサー
バーのリソース状況に応じた負荷分散機能を
有すること
・リソースクローキングの機能が標準実装され
ていること
・L7レートシェーピングの機能が標準実装され
ていること
・L2およびL3モードで同時に動作可能なこと
・機能間のリソース・プロビジョニングが可能な
こと
・ルートドメイン（仮想ルーティングテーブル機
能が標準実装されていること
・データセンター間の安全なトンネル（iSession
トンネル）を構築する機能が標準実装されてい
ること」

システムおよび利用者の規模から、負荷
分散装置に関する要件が必要と考えま
す。
また、共通プラットフォームである事を考
慮し、配下のシステムごとに柔軟で管理
システムごとに管理が可能である事が望
ましいと考えます。

御指摘の点については、設計段階に
おいて検討します。

－

要86 4-15 意見 要件定義書 45 5.2.1通信要件

要件定義書上、「業務用ＬＡＮ及び運用用ＬＡＮ
と物理サーバ、仮想サーバ及びネットワーク機
器を接続する場合は、ネットワークカードの
ポートを分離する等の処置を講ずること」とあり
ますが、仮想化の観点からすると本処置は柔
軟性を下げるため、削除すべきと考えます。

ネットワークカードのポートを分離する場
合、ネットワークカード数及びポート数
に、搭載可能な仮想サーバ台数が限定
されるため。

御指摘の記載は、業務用LAN及び運
用用LANが相互に影響しないための要
件であり、仮想サーバごとにポートを分
離することを要求するものではありま
せん。
従って、仮想化の柔軟性を下げるもの
ではないことから、原案のとおりとしま
す。

－

要87 5-4 意見 要件定義書 45
5.3　インターネット接
続要件

インターネット接続の主体は国民のみとなって
いますが、負荷分散装置を導入する前提であ
るならば、負荷分散装置の機能を利用し、セ
キュリティを確保しながら、政府共通プラット
フォームの提供資源上で稼働する環境と外部
システム（民間データセンター内で稼働する府
省システム）との連携、パブリッククラウドとの
共存によるハイブリット型のシステム形態も採
用できると考えます。

前述NO.1の意見の通り、外部インターフェース
要件の要件を追加しながら、インターネット接
続を経由した連携を実現する際のWAF、負荷
分散の要件を具体的に記載頂きたくお願いい
たします。

現状の要件定義書には、外部インター
フェース要件の項がなく、対応できる連携
方法と連携を実現するための手段の記
載がないため、統合集約化・対象システ
ムは、単一システムでのクローズド形態
での稼働を前提にしているように見受け
られます。導入できる統合・集約化・対象
システムの数を増やすためには、システ
ム形態の多様化に対応できる要件を付
加するべきと考えます。

統合集約化・対象システム側からの個別
要求という位置づけではなく、「どのよう
な連携方法ならば対応可能か」をあらか
じめ明文化しておくことで、府省側にとっ
ても政府共通追プラットフォームフォーム
利用の可能性を検討しやすくなります。
また、設計・開発事業者側もシステム間
連携を前提にした設計を当初から実施す
ることが出来ます。

御指摘の点については、設計段階に
おいて検討します。

－

要88 4-17 意見 要件定義書 45
5.3インターネット接
続要件

要件定義書上、「インターネットからのWebサー
バに対するアプリケーションレベルの脅威
（SQLインジェクション、クロスサイトスクリプティ
ング等）への対策を実施し、セキュリティを確保
すること。」とありますが、削除すべきと考えま
す。

外部からのＷｅｂサーバに対するアプリ
ケーションレベルの脅威への対策は統
合・集約化対象システム側で実施する必
要があるため。

貴見のとおり、外部からのＷｅｂサーバ
に対するアプリケーションレベルの脅
威への対策は原則統合・集約化対象
システム側で実施する必要があると考
えていますが、御指摘の点は、政府共
通プラットフォーム側で実施可能な対
策について記載しており、原案のとおり
とします。

－

要89 9-25 意見 要件定義書 45

5.3.1
（ＳＱＬインジェクショ
ン・クロスサイトスク
リプティング等）への
対策を実施し、セ
キュリティーを確保
すること

ＳＱＬインジェクション・クロスサイトスクリプティ
ングの対策をするように書かれている意図を提
示願います。

本調達はコンテンツ製作をするような案
件ではないととらえており、どのような対
策を本案件で求めれいるのかにより実装
方法が異なり、サーバ等のインフラ側だ
けでは決定できないため。

政府共通プラットフォーム側で実施す
る必要があるものも想定されることか
ら、御指摘のような記述としています。
なお、業務アプリケーションに係るSQL
インジェクション等の対策は、統合・集
約化対象システム側で実施することを
想定しています。

－

要90 5-5 意見 要件定義書 45 5.3.1 通信要件
2つめの「･」項目に関し、明確化のため以下の
ような追記をお願いいたします。
「OWASP トップ10に関し対策する事」

対策すべき具体的な脅威についてご提
示いただく必要がある考えます。

御指摘の点については、設計段階に
おいて検討します。

－

要91 1-6 意見 要件定義書 45 5.3.1 通信要件
インターネットからのWebサーバに対するアプリ
ケーションレベルの脅威の指標として「OWASP
TOP 10」の明記をご検討ください。

脅威について共通的な指標があると対
策についての齟齬を防げ、セキュリティ
が向上します。

御指摘の点については、設計段階に
おいて検討します。

－

要92 9-26 質問 要件定義書 46

5.3.1
プロキシを経由しな
い外向きの通信を遮
断し

記載のある構成にはプロキシサーバがないの
ですが、本サーバは導入するというとらえ方で
よいのでしょうか？。

お見込のとおりです。 －

要93 4-5 意見 要件定義書

13

48

50

116～
124

129

3.1.1基盤機能及び
施設・設備

5.7.1通信要件

5.8.1通信要件

12.4.2.運用業務

12.7.3.運用管理室

要件定義書上、運用管理室は「政府共通プラッ
トフォームの施設外に整備されること」とありま
すが、運用管理室の設置場所については、運
用性等を踏まえ設計時において検討が必要で
あることから削除すべきと考えます。

運用管理室の物理的な場所について
は、運用業務の効率性、災害時における
業務継続性、政府共通プラットフォーム
の施設及び総務省側との連携性等、設
計時に関連する要件を踏まえて決定する
必要があるため。

運用管理室については、御指摘のよう
な運用業務の効率性、業務継続性等
を勘案し、施設外に整備する必要があ
ると考えていることから、原案のとおり
とします。

－
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要94 4-18 意見 要件定義書 49
5.8.1通信要件
5.9データセンタ間接
続要件

要件定義書上、「当該回線は、統合・集約化対
象システム管理室セグメントから運用管理室セ
グメントに対し接続する専用回線を想定し、統
合・集約化対象システムへの接続は、運用管
理室セグメント及び運用管理セグメントを経由
して行うこと。」とありますが、回線種別、通信
経路等の条件は、設計に依存するため、「当該
回線は、保全性が確保され、回線帯域の効率
的な使用が行われるような回線及び通信経路
を選定すること」と変更すべきと考えます。

例えば、運用管理室とメインセンターを同
一拠点にするといった場合に、この要求
事項に対して矛盾を生じるため、拠点配
置等を考慮して設計する必要があるた
め。

要件定義書5.7.（48頁）にお示ししてい
るように、運用管理室とメインセンター
は同一拠点にすることを想定していま
せん。
統合・集約化対象システム管理室と運
用管理室セグメントとの接続要件は、
設計段階において詳細化し、統合・集
約化対象システムに対して示すことを
想定しています。
このため、原案のとおりとします。

－

要95 15-22 質問 要件定義書 49

5. ネットワーク要件
定義
5.7. 運用管理室セ
グメント要件
5.7.1. 通信要件

「当該回線の冗長構成においては、それぞれ
の回線の提供業者を別にすること」とあります
が、回線の提供業者は、どのような調達（事業
者、スケジュール）となりますでしょうか。

施設・設備賃貸借事業者の調達にお
いて含めることを想定しています。
なお同事業者に係るスケジュールにつ
いては、要件定義書2.1.1.を御参照下さ
い。

－

要96 6-23 意見 要件定義書 51
5.10.2 政府共通ネッ
トワークにおける責
任分界

「暗号化ルータ」を「政府共通ネットワーク接続
用機器」に変更すべきと考えます。

「政府共通ネットワーク基本仕様書」で使
用している用語と統一する必要がありま
す。

政府共通ネットワークは政府共通プ
ラットフォームと別システムであり、必
ずしも用語を統一する必要がないと考
えることから、原案のとおりとします。

－

要97 6-24 質問 要件定義書 54 6.1. 基本方針

仮想化環境の選定、ライセンス費用や経費負
担を検討するにあたり必要なため、統合・集約
化対象システムの現行のOSやミドルウェアに
ついてご教授いただきたい。

設計・構築に必要な最低限の情報は、
統合・集約化対象システムの提示とあ
わせ、入札公告時に提示することとし
ます。

－

要98 4-20 意見 要件定義書 54
6.1基本方針

要件定義書上、「64bitアーキテクチャに対応し
ていること。」とありますが、政府共通プラット
フォームの要件として64bit対応が全てにおい
て必須とならないと思われるため、「64bitアー
キテクチャの対応を考慮すること。」と記載すべ
きと考えます。

機能要件から最適なソフトウェア製品
が、64bit対応していない場合も想定さ
れ、製品選定上の柔軟性が低下する恐
れがあるため。

技術動向も踏まえ、御指摘の要件とし
ています。64bit対応していないソフト
ウェアに関しては、統合・集約化対象シ
ステムが32bit対応ソフトウェアを整備
することも可能なため、御懸念の指摘
は当たらないと考えます。

－

要99 6-25 質問 要件定義書 54 6.1. 基本方針
ソフトウェアレベルの定義についてご教授願い
ます。

バージョンやリビジョンを指します。 －

要100 9-27 意見 要件定義書 54

6.1基本方針
ソフトウェアレベルの
更新は、そのベンダ
保守サポート期間が
終了する前に更新し
ていくことを基本方
針とする。

左記の記述は、仮想化基盤を提供するソフト
ウェアと、VMのテンプレートについての更新と
いう認識でよろしいでしょうか。

VM利用者（個別業務システム側）には最
新のバイナリを提供することにとどまり、
更新の判断や作業はVM利用者（個別業
務システム側）の負担でVM利用者にて
実施という解釈でよろしいでしょうか？。
共通ＰＦの運用業者がroot権限にて環境
に変化を与えること（またはroot権限を持
つこと）は、コンプライアンスも含めて実
施すべきではないと考えます。VM利用者
（個別業務システム側）は、従来のHWベ
ンダと同等の対応とすべきであると考え
ます。

御指摘の”仮想化基盤を提供するソフ
トウェア”と、”VMのテンプレート”以外
にも稼働中のソフトウェアに対しても適
用される方針です。しかしながら、稼働
中のソフトウェアについては、事前に統
合・集約化対象システムと調整の上、
実施する想定です。

－

要101 9-28 意見 要件定義書 54

6.1基本方針
更新に際しては、政
府共通プラットフォー
ムと統合・集約化対
象システムと協議の
上、更新計画を立案
するものとする。

左記の記述は、仮想化基盤を提供するソフト
ウェアと、VMのテンプレートについての更新と
いう認識でよろしいでしょうか。

VM利用者（個別業務システム側）には最
新のバイナリを提供することにとどまり、
更新の判断や作業はVM利用者（個別業
務システム側）の負担でVM利用者にて
実施という解釈でよろしいでしょうか？。
共通ＰＦの運用業者がroot権限にて環境
に変化を与えること（またはroot権限を持
つこと）は、コンプライアンスも含めて実
施すべきではないと考えます。VM利用者
（個別業務システム側）は、従来のHWベ
ンダと同等の対応とすべきであると考え
ます。

御指摘の”仮想化基盤を提供するソフ
トウェア”と、”VMのテンプレート”以外
にも稼働中のソフトウェアに対しても適
用される方針です。しかしながら、稼働
中のソフトウェアについては、事前に統
合・集約化対象システムと調整の上、
実施する想定です。

－

要102 9-29 意見 要件定義書 54

6.1基本方針
日本語マニュアルが
提供されるソフトウェ
アであること。

この要件を削除いただけますようお願い申し上
げます。

開発環境で奨励されているOSS（4.5.2開
発環境に関わる要件）では、日本語にお
けるマニュアルが提供されていることが
少ないため。

貴見を踏まえ修正します。

なお、OSSについては、可
能な限り日本語マニュアル
が提供されるソフトウェアで
あること。

要103 15-23 質問 要件定義書 54

6.1.1　提供ソフトウェ
ア設定に関する基本
方針

「提供ソフトウェア選定に関する基本方針につ
いて、なお、ソフトウェアの選定は設計構築段
階にて実施するものとし、運用段階でも見直し
を行うものとする」とありますが、その場合、作
業を実施する主体は運用事業者となるという認
識で問題ありませんでしょうか。

ご指摘の点については、運用事業者で
はなく、業務が発生した場合に別途調
達することを想定しています。

－

要104 9-33 意見 要件定義書 54

6.1.1提供ソフトウェア
選定に関する基本方
針
「提供するOS,ミドル
ウェアの種類、バー
ジョン等は統合・集
約化対象システムの
ソフトウェアとの動作
に問題のないものを
選定すること。」

共通プラットフォーム上で動作するシステムは
入札前に明らかになると記載がありましたが、
それ以外のシステムが加わる可能性などない
と想定してよいでしょうか？。また、見積りを進
めるうえでは、同様に入札前の段階で、統合・
集約化対象システムの導入に必要なOS、ミド
ルウェアを指定していただく必要があるととらえ
ておりますがいかがでしょうか？。

工数見積りや設計をどのように進めるか
については、入札前にあらかじめ検討が
（札を決めるうえでも）必要となるため。
また、見積りを進めるうえでは、同様に入
札前の段階で、統合・集約化対象システ
ムの導入に必要なOS、ミドルウェアを特
定する必要があるため。

別途お示しする統合・集約化対象シス
テムを基本と考えていただいて構いま
せんが、その後も若干の増減はあり得
るものと考えます。
また、OS、ミドルウェアについて、設
計・構築に必要な最低限の情報は、入
札公告時に提示することとします。

－
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要105 9-30 意見 要件定義書 54

6.1.1
提供するOS、ミドル
ウェアの種類、バー
ジョン等は統合・集
約化対象システムの
ソフトウェアとの動作
に問題のないものを
選定することとある
が、統合・集約化対
象となるシステムで
利用しているOS、ミ
ドルウェアの種類の
情報を乗せる必要が
ある。

統合・集約化対象となるシステムのOS、ミドル
ウェアの情報をご提示頂けますようお願い申し
上げます。

必要なOS、ミドルウェアの種類とバージョ
ンが選定できないため。

OS、ミドルウェアについて、設計・構築
に必要な最低限の情報は、入札公告
時に提示することとします。

－

要106 9-31 意見 要件定義書 54

6.1.1提供ソフトウェア
選定に関する基本方
針
「提供するOS,ミドル
ウェアの種類、バー
ジョン等は統合・集
約化対象システムの
ソフトウェアとの動作
に問題のないものを
選定すること。」

基本的なOSやミドルウェアの組み合わせによ
るテンプレート作成と、VMのみの払い出しは別
とする方式とすることが望ましいと考えますが
いかがでしょうか？。

集約することによるメリットは、コモディ
ティ化したものを展開することによりス
ケールメリットと運用の効率化を図ること
が大きな要素であるととらえております。
個別の対応を個々に行うことでメリットを
生かせず、個別構築との差別化が図れ
なくなるかと考えられるため。

貴見でいう組合せと当該要件の選定と
の関連が不明であり、原案のとおりとし
ます。なお、貴見については、設計段
階において留意します。

－

要107 9-32 意見 要件定義書 54

6.1.1提供ソフトウェア
選定に関する基本方
針
「提供するOS,ミドル
ウェアの種類、バー
ジョン等は統合・集
約化対象システムの
ソフトウェアとの動作
に問題のないものを
選定すること。」

製品のサポート期限切れが想定されるバー
ジョンを導入することについて、導入ベンダは
サポート対象外となってしまいますが、総務省
様としてはどのようにお考えかご提示ください。
共通ＰＦ側で利用可能なバージョン等に個別の
システム側があわせる（改修等行う）形で共通
ＰＦに移行されると解釈してよいでしょうか？。

集約対象となるシステムが動作している
バージョンは数年前のものが多いと考え
られ、現状動作しているバージョンの
OS、ミドルウェアを提供しても、サポート
期限がすぐに迫ると考えられるため。

政府共通プラットフォームが提供するソ
フトウェアは、原則として、最新バー
ジョンを提供することを想定しています
が、具体的には、設計段階において統
合・集約化対象システムと調整していく
予定です。

－

要108 15-24 質問 要件定義書 55

6. ソフトウェア要件
定義
　6.2 OS、ミドルウェ
ア
　　6.2.2 ミドルウェア

政府共通プラットフォームが提供するミドルウェ
アのパラメータ設計、設定作業について、統
合・集約化対象システムが実施するという認識
で問題ありませんでしょうか。

政府共通プラットフォームの提供資源
に関する機器及びパラメータ設計につ
いては、調達仕様書にお示ししている
とおりです。
なお、御指摘の作業に当たっては、統
合・集約化対象システム側から必要な
情報提供を受ける予定です。

－

要109 10-2 質問 要件定義書 55 6.4 表6-3

データベースソフトウェアに、「可用性を高める
ための各種機能（オンラインバックアップ・オン
ラインロード・オンライン表再編成・オンライン索
引再作成など）を備えていることが望ましい。」
とあります。
このうち表再編成の実行はデータベースの負
荷が高い状況ではパフォーマンス低下等に繋
がる場合があります。
それを防ぐために同等の機能をストレージの機
能や運用を含めて実装した方がよい場合があ
ると思います。
そのような方法は可能でしょうか？

御指摘の点については、設計段階に
おいて検討します。

－

要110 9-34 意見 要件定義書 56

6.3
「可能な限り多くの
OSに対応すること」
と記載されている
が、対応可能なOS
は明確にして頂きた
い。

必要なOSの種類とバージョンを選定するうえ
で、統合・集約化対象となるシステムが移行の
のち利用していくOSの情報をご教示ください。

工数見積りや設計をどのように進めるか
については、入札前にあらかじめ検討が
（札を決めるうえでも）必要となるため。
また、見積りを進めるうえでは、同様に入
札前の段階で、統合・集約化対象システ
ムの導入に必要なOS、ミドルウェアを特
定する必要があるため。

OS、ミドルウェアについて、設計・構築
に必要な最低限の情報は、入札公告
時に提示することとします。

－

要111 6-26 質問 要件定義書 56

表6-2 仮想化ソフト
ウェアの要件
分類：運用管理に関
する機能

「仮想化ソフトウェア及び仮想サーバ上のOSへ
のアクセス制御が可能な機能と連携できるこ
と」との記載があります。本記載は、運用管理
ソフトウェアから仮想化ソフトウェアやOSへの
アクセスはアクセス制御すること、という解釈で
認識あっているでしょうか、ご教授願います。

お見込のとおりです。 －

要112 9-35 意見 要件定義書 56
6.4
IPｖ6に対応した製品
であること

IPｖ6製品を監視できること、と修正お願いいた
します。

IPv6製品を監視できるようにすることが
必要であると考えるため。

原案においても、御指摘の主旨は網羅
できていると考えることから、原案のと
おりとします。

－

要113 9-36 意見 要件定義書 56
6.4
IPｖ6に対応した製品
であること

多くの競争環境を創出するためには、システム
の必要性に応じて適宜IPｖ6に対応することと
し、または、IPｖ6パケットしか出せない製品を監
視する必要が現状無いのであれば記載を削除
いただけますようお願いいたします。

監視製品でIPｖ6に対応しているものは市
場に少ないため。

将来を見据えた対応を行う必要がある
と考えており、原案のとおりとします。

－

要114 9-37 意見 要件定義書 56
6.4
IPｖ6に対応した製品
であること

現時点の想定システムでIPｖ6のみに対応して
いてIPｖ6パケットしか出せない製品を監視する
必要があるのかどうか、ご教示ください。

監視製品でIPｖ6に対応しているものは市
場に少ないため。

将来を見据えた対応を行う必要がある
と考えており、原案のとおりとします。

－
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要115 15-25 質問 要件定義書 56

6. ソフトウェア要件
定義
　6.4 運用管理マ
ネージャソフトウェア

サーバ管理業務に「パッチ適用等のソフトウェ
ア更新を複数台の仮想サーバに対して同時に
実行できること」とありますが、パッチ適用業務
には、「運用管理ソフトウェアの使用を想定して
いない」と記載があり、相反しているように見受
けられます。関連性をご教授ください。

貴見を踏まえ修正します。

（サーバ管理業務）
バージョンアップ等のソフト
ウェア更新を（略）
（パッチ適用業務）
運用管理ソフトウェアの使
用を想定していないため、こ
こでは記載しない。パッチ適
用を複数台の物理サーバ
及び仮想サーバに対して同
時に実行できること。

要116 4-21 質問 要件定義書 57
6.4運用管理マネー
ジャソフトウェア

要件定義書上、運用管理マネージャソフトウェ
アの要件として、「複数台のストレージ装置、ス
トレージネットワーク機器を集中管理できるこ
と。」とありますが、ストレージ管理ソフトウェア
側で実施される各種ストレージ管理機能を除い
た範囲での集中管理の要件との理解でよいで
しょうか。

－

要件定義書における運用管理マネー
ジャソフトウェアは、複数のソフトウェア
で構成することを想定しています。その
ため、御指摘のストレージ管理ソフト
ウェアも、運用管理マネジャーソフト
ウェアの一つと考えますので、ストレー
ジ管理ソフトウェアで実現できる機能も
含めた要件としています。

－

要117 4-22 質問 要件定義書 58
6.4運用管理マネー
ジャソフトウェア

要件定義書上、運用管理マネージャソフトウェ
アのセキュリティ管理業務として、「検出した異
常から、問題と重要度を自動的に特定できる相
関分析機能を有していることが望ましい。」とあ
りますが、運用上、検出した異常から、問題と
重要度を判断できれば問題ないと考えていま
す。
相関分析とは具体的にどのような機能及び利
用を想定されていますでしょうか。

－

相関分析とは、ログを監視し、今後そこ
から想定される問題とそれに関する重
要度を認識できる機能を想定していま
す。特に、インターネットDMZセグメント
等の外部からの脅威にさらされる箇所
への適用を想定しています。

－

要118 4-23 意見 要件定義書 60
6.4.2ウィルス対策管
理サーバソフトウェ
ア

要件定義書上、「また、配信タイミングについて
は統合・集約化対象システム毎に異なることも
想定されるため、ウィルス対策ソフトウェアがグ
ループ化でき、グループ単位で配信ルール（配
信タイミングや一斉配信）の設定ができること
が望ましい。」とありますが、このような最新定
義ファイルの配信に関わる具体的な仕様は製
品毎に異なり、設計・構築事業者が検討するべ
きと考えられるため、削除するべきであると考
えます。（その前の文までに、基本的な要求事
項は記載されているため。）

最新定義ファイルの配信に関わる具体的
な仕様は、製品毎に異なり、設計時に具
体化していくべきであるため。

御指摘のとおり、配信のルール等は設
計段階で詳細化されると考えます。た
だ、御指摘の要件を実現できることに
よって設計の柔軟性も確保できると考
えることから、要件としています。

－

要119 6-27 意見 要件定義書 61 7.1. 基本方針
「保守を長期的に実施できる機器であること」と
の記載がありますが、保守期間を明確に記載
するべきだと考えます。

見積りへの影響が大きくなると考えます。
機器・ソフトウェアの調達仕様書におい
て明確化する予定であることから、原
案のとおりとします。

－

要120 6-28 意見 要件定義書 62
表7-2 サーバ周辺機
器の要件
分類：ストレージ

「ストレージ装置で処理できる暗号化機能を提
案する場合は、性能低下への影響内容を提示
すること」との記載が必要であると考えます。

暗号化することにより発生する性能低下
がシステムへ影響を及ぼす可能性が高
いと考えます。

御指摘の点については、設計段階に
おいて検討します。

－

要121 5-6 意見 要件定義書 62
7.4 ネットワーク関連
機器

「ネットワーク関連機器にはレイヤ4-レイヤ7を
処理する機器が含まれる」の一文を追記もしく
は別途レイヤ4以上の制御を行う機器に関する
要件の追記願います。

主に通信経路(レイヤ3以下)に関する記
述と受け取れる内容である事から、ロー
ドバランサやWAF等レイヤ4以上の制御
を行う機器に関する要件が定義されてい
ないと受け取る可能性があり、IPv6への
対応がなされてない機器が導入され、
IPv6への対応が実質不可になる可能性
があると考えます。

御指摘の点については、設計段階に
おいて検討します。

－

要122 1-7 意見 要件定義書 63
7.5運用管理用機
器、セキュリティ用機
器

表7-3のセキュリティ用機器の部分に「ファイア
ウォール及び侵入検知・防止装置（IPS/IDS
等）はそれぞれ独立した機器を準備すること」と
ありますが、UTMのように同一きょう体でも提
供可能なように、「独立した機器」という部分の
削除をご検討ください。

それぞれ別の機器を調達するのではな
く、UTM機器（同一きょう体でFWと
IPS/IDSを実現する機器）を使うことでコ
ストを削減でき、また、障害ポイントを減
らすことで運用効率も向上します。

貴見のとおり修正します。 指摘箇所削除

要123 15-26 質問 要件定義書 67
8.4.2 情報セキュリ
ティ対策の考え方

「設計・構築業者が各種規程類を含め整備を
行うこと」とありますが、調達仕様書の納入成
果物一覧には、とくに対応する記述がありませ
ん。方式設計における「セキュリティ設計書」、
運用・保守に関連する「情報セキュリティ対策
要領」がこれに該当するとの理解でよろしいで
しょうか。
（共通プラットフォーム用の設計書、対策要領
を作成し、情報セキュリティポリシー等既存規
程類との食い違いが生じる場合には、その点
をご指摘させていただく形がよいと考えます）

お見込みのとおりです。 －

要124 15-27 質問 要件定義書 68
8.4.3 (2)資源及び情
報資産の所在
(3)情報の格付け

各統合・集約化対象システムにて保有する情
報の台帳化、格付け等の作業は、統合・集約
化対象システム担当府省側での作業範囲と考
えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。 －

要125 4-24 意見 要件定義書 68

8.4.3
（3）情報の格付け
（4）情報の移送

要件定義書における情報の格付け、情報の移
送の範囲は、「政府共通プラットフォームで整
備し、運用する範囲の情報において」と追記す
べきと考えます。

情報の格付け、情報の移送の範囲（統
合・集約化対象システムとの責任分界）
があいまいであるため。

情報セキュリティ対策の分担について
は、要件定義書図8-3にお示ししてい
るものを基本と考えています。
また、データの管理主体については、
12.6.にお示ししているとおり、機器を整
備した主体が管理者となっているもの
ではありません。
御指摘の点については、上記の記述
により明確化されていると考えているこ
とから、原案のとおりとします。

－

要126 15-28 質問 要件定義書 69

8. 情報セキュリティ
要件定義
8.4. 各府省との情報
セキュリティ対策の
責任分界
8.4.3. 統一基準に

基づく要件
(6)情報セキュリ

ティ対策の監査

「情報セキュリティ監査実施手順」は、情報シス
テム監査事業者が作成するという認識で問題
ありませんでしょうか。

お見込みのとおりです。 －

要127 15-29 質問 要件定義書 69
8.4.3 (7)情報セキュリ
ティについての機能

統合・集約化対象システムのアプリケーション
におけるセキュリティ対策（主体認証等含む）に
ついては、共通プラットフォームの設計・構築作
業調達の範囲外と考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。 －
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要128 4-16 意見 要件定義書

45
54
55
74

5.3インターネット接
続要件
6.1.1提供ソフトウェア
選定に関する基本方
針
6.2.2ミドルウェア
8.4.3（8）①セキュリ
ティホール対策

要件定義書上、「政府共通プラットフォームの
運用要員が最新のウィルス定義ファイルやソフ
トウェア等のアップデート情報を入手する。」と
ありますが、「ソフトウェア等」の範囲を明確に
すべきとであり、「～政府共通プラットフォーム
が整備・運用するソフトウェアの～」と変更すべ
きと考えます。

政府共通プラットフォームと統合・集約化
対象システムとの間で、運用上の責任分
界があいまいになるため。（左記では、運
用要員がインターネットを介して外部アク
セスする範囲が広くなり、保全性の確保
に支障をきたすため。）

御指摘の点については、政府共通プ
ラットフォームが整備するソフトウェア
に限らず実施することを想定していま
す。このため、原案のとおりとします。

－

要129 15-30 質問 要件定義書 75

8. 情報セキュリティ
要件定義
8.4. 各府省との情報
セキュリティ対策の
責任分界
8.4.3. 統一基準に

基づく要件
(8)情報セキュリ

ティについての脅威
への対応
③サービス不能攻撃
対策

「c)インターネット及び政府共通ネットワークに
接続している事業者」とは、統合・集約化対象
システム担当府省になりますでしょうか。

政府共通ＰＦが利用するインターネット
接続事業者及び政府共通ネットワーク
の運用管理を行う予定の主体です。

－

要130 4-26 意見 要件定義書 77
8.4.3（10）物理サー
バ及び仮想サーバ
に関する対応

要件定義書上の記載で、物理サーバの撤去時
に消磁等による完全なデータ消去を行うことは
一般的ですが、「仮想サーバ」の記載を削除す
るべきと考えます。

（搭載される物理サーバを継続利用する
前提で）仮想サーバのみの格納ディスク
の完全なデータ消去を行うことは不可能
であるため。

仮想サーバに係るデータについても、
データ消去ソフトウェア等を使用し、復
元困難な状態にする必要がありますの
で、原案のとおりとします。 －

要131 15-31 質問 要件定義書 77
8.4.3(10)物理サーバ
及び仮想サーバに
関する対応

f)において、情報の消去について記述されてい
ますが、データ消去ソフトウェア、データ消去装
置等については、設計・構築の範囲内に含ま
れますでしょうか。

御質問が「データ消去ソフトウェア、
データ消去装置等の賃貸借について
調達の範囲に含まれているか」という
主旨であれば、含まれていません。

－

要132 15-32 質問 要件定義書 84

9. 設計・ 構築要件
定義
表9-1実施作業の

概要

「運用手順書等の作成における運用規定作成
支援について、政府共通プラットフォームの運
用規定の作成支援を行う」とありますがどのよ
うな支援を想定していますでしょうか。

調達仕様書において、「政府共通プ
ラットフォームの運用に関する基本的
な事項を定めた運用規程（案）を作成
すること」としています。

－

要133 9-38 意見 要件定義書 84
9.2

調達仕様書では構築作業は機器・ソフトウェア
賃貸借事業者が実施すると記載されています
が、表9-1では構築作業も今回の調達に入って
いるがどちらが正しいでしょうか？。

作業スコープを明確化し、本件の作業工
数の見積もりをしていくうえで必要となる
ため。

調達範囲については、調達仕様書に
お示ししているとおりです。
なお、表9-1は、設計・構築事業者の実
施する作業のみならず、全体の設計・
構築作業について記載しています。

－

要134 15-33 質問 要件定義書 85

9. 設計・構築要件定
義
9.3. 設計・構築時の
留意事項

②における、「技術検証（実機検証）」につい
て、作業スケジュールに記載されていないた
め、不要という認識でよろしいでしょうか。

技術検証（実機検証）の記載は誤りで
すので削除します。

削除

要135 6-29 質問 要件定義書 88

表9-3 設計・構築実
施体制
項番：5
運用事業者
事業者側管理担当

役割の欄に、「運用担当の運用業務の習熟度
をチェックし、必要に応じて行う」とありますが、
必要に応じて、何を行うというご想定でしょう
か、ご教授願います。

貴見を踏まえ修正します。

担当者の運用担当の運用
業務の習熟度をチェックし、
必要に応じて追加の教育訓
練を行う

要136 15-34 質問 要件定義書 88

9. 設計・構築要件定
義
9.5. 設計・構築実施
体制

「表9-3 設計・構築実施体制」の運用事業者-
事業者側管理担当について、「運用担当の運
用業務の習熟度をチェックし、必要に応じて行
う。」とありますが、何を行うのかをご教授くださ
い。

貴見を踏まえ修正します。

担当者の運用担当の運用
業務の習熟度をチェックし、
必要に応じて追加の教育訓
練を行う

要137 8-4 意見 要件定義書 89 実機検証

要件定義書9.6.1.①によれば、実機検証の環境
は設計・構築事業者が準備することとされてお
りますが、通常実機検証を実施する場合、本番
環境と同様の機器において行うものと考えま
す。別途機器等が調達される場合、実機検証
の環境が本番環境と異なることが想定されま
すが、問題ないでしょうか。

実機検証は本番環境と同様な機器・ソフ
トウェアで実施することが一般的であると
考えるため。

ご指摘を踏まえ修正します。

9.6.1.作業設備
①設計・構築及び実機検証
を行う作業場所や設備につ
いては（略）

要138 15-35 質問 要件定義書 89

9. 設計・構築要件定
義
9.6. 作業環境
9.6.1. 作業設備

実機検証について、作業スケジュールに記載さ
れていないため、不要という認識でよろしいで
しょうか。

実機検証の記載は誤りですので削除し
ます。

削除

要139 15-36 意見 要件定義書 91

9. 設計・構築要件定
義
9.10. 教育訓練
9.10.1. 教育訓練に

関する基本方針

「政府共通プラットフォームの運用事業者に対
する教育訓練については、設計・構築事業者
が主体となって教育訓練を実施する」とありま
すが、「表9-7 設計・構築実施体制」において
は、教育の実施担当は「運用事業者 事業者側
管理担当」となっております。
運用開始前の教育→設計・構築事業者、運用
開始後の教育→運用事業者という想定でした
ら、表に作業を追加した方がよいと考えます。

教育訓練の実施主体が明確となってい
ないため。

御指摘の点については9.10.3.に記載し
ており、判断可能であることから、原案
のとおりとします。

－

要140 15-37 意見 要件定義書 93
10. テスト要件定義
10.1. 基本方針

「テストは、上記①から③の実施に該当する事
業者が行うものとする」とありますが、役割分担
が明記されていないため、各テストを担当する
事業者、及びテスト実施場所等、明確した方が
よいと考えます。

各テストを担当する事業者、テスト実施
場所が明確となっていないため。

調達仕様書（案）P13「4.4. テスト」にお
いて記載しています。
実施場所については、要件定義書に
記載のとおり、結合テスト及び総合テ
スト工程においては、原則として、政府
共通プラットフォームの本番機器の設
置場所を想定しています。

－

要141 15-38 質問 要件定義書 94
10. テスト要件定義
10.3. テスト時の留
意事項

「テスト時に発生した不具合が、他のシステム
に影響を与えないこと」とありますが、政府共通
プラットフォームのテスト時における「他のシス
テム」について想定されているシステムをご教
授ください。

各統合・集約化対象システムについて
は、調達仕様書上、「入札公告期間中
に別途提示」と記載していますが、入
札公告時に提示することとします。

－

要142 13-18 意見 要件定義書 94
要件定義書
10.4.テスト実施計画
の作成

「表10-2 テスト実施計画の概要」の「標準管理
要領」は不要と考えます。

業務・システム最適化指針（ガイドライン）
によると、「標準管理要領」は設計・開発
段階をとおして利用される管理標準であ
り、テスト用に作成する必要はないため。

業務・システム最適化指針（ガイドライ
ン）において設計・開発段階としている
ところ、本要件定義書においては、設
計・構築要件定義と移行要件定義に分
割しているため、再掲して記述していま
す。

－
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要143 4-33 意見 要件定義書 96 10.6テスト環境

要件定義書上、「結合テスト及び総合テスト工
程においては、原則として、政府共通プラット
フォームに設置した本番機器を利用して実施
すること。」とありますが、結合テストまでは検
証機器で実施できるため、「結合テスト及び」の
記述は削除すべきと考えます。

本番機器を利用することを前提とした場
合、機器・ソフトウェア賃貸借による本番
機器の整備まで結合テストが実施できな
いこととなり、設計・構築側のスケジュー
ルに影響を及ぼす可能性があるため。

要件定義10.2にあるとおり、本作業の
結合テストとは、政府共通プラット
フォームが整備する機器を相互に接続
し、導通確認を行うこととしており、これ
は本番環境でのテストを行うことを前
提としていることから原案のとおりとし
ます。

－

要144 15-39 質問 要件定義書 100

11. 移行要件定義
11.3 統合・集約化

対象システムに対す
る移行支援
　　11.3.1 移行支援
に関する基本方針

ミドルウェアのバージョンが変わる、運用管理
ソフトウェアが変わる等により、業務アプリケー
ションに変更が必要となる場合、その変更作業
は統合・集約化対象システムの作業範囲との
認識でよろしいでしょうか。

お見込のとおりです。 －

要145 15-40 質問 要件定義書 101

11. 移行要件定義
11.3 統合・集約化
対象システムに対す
る移行支援
11.3.3. 移行支援作

業の概要

「表11-2 移行における作業項目」の「移行設
計」において、「不足がある場合は、調達の準
備を行う」とありますが、機器・ソフトウェア調達
が複数回に分かれることを想定されております
でしょうか。

政府共通ＰＦへの移行時期に係る統
合・集約化対象システムとの調整に
よっては、複数回に分かれることもあり
得ると考えています。

－

要146 15-41 質問 要件定義書 101

11. 移行要件定義
11.3 統合・集約化
対象システムに対す
る移行支援
11.3.3. 移行支援作

業の概要

「表11-2 移行における作業項目」の「本番移
行」において、「統合・集約化対象システムの使
用が終わった検証環境の仮想サーバを初期化
する」とありますが、仮想サーバを初期化した
場合、パッチ適用等検証環境を使用した作業
を実施する場合の仮想サーバの準備は、運用
事業者が実施するのでしょうか。

運用段階においては、運用事業者が
実施することを想定しています。

－

要147 6-30 意見 要件定義書 101
11.3.4. 移行実施体
制

運用開始以降に支援作業を実施する「移行支
援事業者」に事前に引継ぎが必要ではない
か。

移行の計画作成から実際の作業支援を
行う必要があるため。

設計・構築事業者が移行支援要領等
を作成することとしており、引継は不要
と考えます。

－

要148 15-42 質問 要件定義書 103

11. 移行要件定義
11.3 統合・集約化
対象システムに対す
る移行支援
11.3.4. 移行実施体

制

「表11-3 初期構築時の実施体制」の「運用事
業者 基盤担当」において、「統合・集約化対象
システムに提供が必要な資源の調整を行う」と
ありますが、初期構築時は、「設計・構築事業
者」において実施する作業と認識しております
が、問題ありませんでしょうか。

貴見を踏まえ修正します。

表11-3の運用事業者の担
当を削除し、必要な資源調
整を記載を設計・構築事業
者に記載。

要149 15-43 質問 要件定義書 105

11. 移行要件定義
11.3 統合・集約化
対象システムに対す
る移行支援
11.3.4. 移行実施体

制

「表11-4 運用開始以降の実施体制」の「移行
支援事業者」において、移行作業についての
「支援」を行うとありますが、移行作業における
検証環境や本番環境の準備は、「運用事業
者」「移行支援作業事業者」のどちらが実施す
るのでしょうか。

御指摘の点については、設計段階に
おいて検討します。

－

要150 15-44 意見 要件定義書 107
12.1 基本方針

「運用・保守は遠隔により実施することを基本と
する。それにより運用管理室を総務省に設置
することが可能となり」とありますが想定してい
る管理室の設置場所が、総務省内であるとし
た場合、総務省内に設置する旨を明記したほう
がよいと考えます。

p129 　12.7.3　運用管理室の要件につい
て運用管理室の場所は、総務省と密接
に連携が行える場所にあることとの指示
があるため。

要件定義書図12-2において記載して
いますので、御参照下さい。

－

要151 4-27 意見 要件定義書 108

12.2.運用・保守の範
囲
（3）障害時運用の範
囲

要件定義書上、「政府共通プラットフォームの
提供資源及び独自導入ソフトウェアについて、
障害の検知、一次切り分け（障害箇所の特定
等）、統合・集約化対象システムへの連絡は、
政府共通プラットフォームが実施する」とありま
すが、「一次切り分け（障害箇所の特定等）」の
表現は削除すべきと考えます。

検知した障害メッセージによる政府共通
プラットフォーム単独での一次切り分け
は困難であり、迅速な復旧のためには政
府共通プラットフォームからの障害の検
知にもとづき統合・集約化対象システム
が一次切り分けを実施する必要があるた
め

貴見を踏まえ修正します。

(3) 障害時運用の範囲
（略）
 政府共通プラットフォーム
の提供資源及び独自導入ソ
フトウェアについて、障害の
検知、一次切り分け（障害
箇所の特定等）、統合・集約
化対象システムへの連絡
は、（略）

要152 7-3 質問 要件定義書 108

12.2. 運用・保守の範
囲
(3) 障害時運用の範
囲

「政府共通プラットフォームの提供資源及び独
自導入ソフトウェアについて、障害の検知、一
次切り分け（障害箇所の特定等）、統合・集約
化対象システムへの連絡は政府共通プラット
フォームが実施する。なお、持ち込み機器及び
ソフトウェアに関しては、障害の検知及び統合・
集約化対象システムへの連絡のみを実施す
る。」とされているが、政府共通プラットフォーム
の提供資源及び独自導入ソフトウェア並びに
持ち込み機器及びソフトウェアから成る、統合・
集約化対象システム全体としての障害一次切
り分けは、政府共通プラットフォームの責任に
おいて実施するものと理解してよいか。

政府共通プラットフォームが検知した
障害については、政府共通プラット
フォームにおいて一次切り分けを実施
することを想定しています。

－

要153 15-45 質問 要件定義書 108

12.2 運用・保守の範
囲
（3）障害時運用の範
囲

「・・・政府共通プラットフォームがインシデント
の発行とインシデントの終了確認を実施する。｣
と記載されておりますが、統合・集約化対象シ
ステムの持ち込み機器、及びソフトウェアに関
する障害は、統合・集約化対象システムへの
連絡を持って、インシデント終了としてよろしい
でしょうか。

御指摘の点については、設計段階に
おいて検討します。

－

要154 15-46 質問 要件定義書 110

12. 運用・保守要件
定義
12.3. 運用体制と役
割

「表12-2 実施体制と役割（案）」において、パッ
チ適用作業の実施は、「運用事業者」が運用管
理室よりリモートで作業を実施する想定でおり
ましたが、「機器・ソフトウェア貸借事業者」が実
施する作業となりますでしょうか。

パッチ適用作業は、運用事業者の管
理の下、機器・ソフトウェア賃貸借事業
者が実施する予定です。

－

要155 15-47 質問 要件定義書 113

12.3.2 運用環境
表12-3 作業場所と
アクセス方法

運用管理支援事業者、機器・ソフトウェア賃貸
借事業者、施設・設備賃貸借事業者に関して
の作業場所を記載していただけますでしょう
か。

運用事業者以外の関係業者の作業場所
とセンタへのアクセス方法が明確になっ
ていないため。

各請負作業の調達過程で提示する予
定です。

－

要156 13-19 意見 要件定義書 116
12.4.1 監視業務
④ セキュリティ監視

「表12-7 セキュリティ監視項目（例）」の「セキュ
リティホールの監視」に「物理サーバ、仮想
サーバ等の監視」と記載されていますが、物理
サーバや仮想サーバを監視してセキュリティ
ホールが見つかるものではありません。
また、「物理サーバの監視」に「物理サーバ、仮
想化ソフトウェアとそのデータ等」、「仮想サー
バの監視」に「仮想サーバ上のOS及びその上
で動作するプログラムとデータ等」と記載されて
いますが、何を目的としているのか、意図がわ
かりません。
どのような目的で何を監視するのか、整理して
いただくようお願いいたします。

どのような監視が必要であるのか理解が
難しいため。

貴見を踏まえ修正します。
また、「物理サーバの監視」及び「仮想
サーバの監視」は、ウィルス等の感染
の有無を監視することを想定していま
す。

「表12-7セキュリティ監視項
目（例）」から”セキュリティ
ホールの監視”を削除。
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要157 6-31 意見 要件定義書 116
12.4.1. 監視業務
⑤ 防犯監視業務

持ち込み機器の監視についての記載も必要だ
と考えます。

DVDメディアや、USBメモリ等、持ち込ん
だ機器を政府共通プラットフォームに接
続する場合があると想定しております。

防犯監視業務の不正持ち出し監視に
おいて、「政府共通プラットフォームの
機器等が設置されている安全区域に
持ち込まれる機器等を確認し」と記述し
ており、御指摘の点については、防犯
監視業務に含まれるものと考えていま
す。

－
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要158 15-48 質問 要件定義書 116
12.4.1 監視業務
⑤防犯監視業務

｢施設・設備への不正立ち入りを監視する｣と記
載されておりますが、
１．施設・設備の範囲を教えてください。（対象
は、メインセンタ、バックアップセンタ、運用管理
室でしょうか。）
２．不正立ち入りの監視は、監視と通報でよろ
しいでしょうか。
３．防犯監視業務の実施は、施設・設備賃貸借
事業者となりますでしょうか。

１　施設・設備の範囲はお見込みのと
おりです。
２　御指摘の「監視と通報」の主旨が不
明ですが、要件定義書において示す以
上の詳細は、設計段階において検討し
ます。
３　御指摘の点については、設計段階
において検討します。

－

要159 15-49 質問 要件定義書 118

12.4.2 運用業務
④バックアップ管理
業務
⑤リストア支援業務

「外部メディアの交換作業｣は、メインセンタで
のオンサイト作業を想定されておりますでしょう
か。その場合、実施は施設・設備賃貸借事業
者となりますでしょうか。

施設・設備賃貸借事業者の作業範囲と
することも考えられますが、具体的に
は、設計段階において検討します。

－

要160 13-20 質問 要件定義書 119
12.4.2運用業務
⑤ リストア支援業務

リストアを行うのは運用事業者でしょうか。統
合・集約化対象システムでしょうか。 －

責任分界については、要件定義書
8.4.1情報セキュリティ対策の範囲を基
本としつつ、設計段階において検討し
ます。

－

要161 4-28 意見 要件定義書 123
12.4.2⑯データ一括
処理業務

要件定義書上、「データ一括処理業務」の定義
と、データ一括処理を実行するための資材提
供について、記載すべきと考えます。よって、
「政府共通プラットフォーム側から統合・集約化
対象システムの仮想サーバ等に対して実行可
能な形式となるバッチ処理を対象とする。尚、
本処理実行に必要となる各種資材（バッチファ
イル、実施手順等）は統合・集約化対象システ
ム側から事前に動作確認済みのものが政府共
通プラットフォームに提供されるものとする。」と
の記載を追記すべきと考えます。

データ一括処理業務における政府共通
プラットフォームと統合・集約化対象シス
テムとの責任分界が不明確であるため。

貴見を踏まえ修正します。
なお、統合・集約化対象システム側が
作成したバッチに係る手順書等につい
ては、11.4.3.に記述していることから、
原案のとおりとします。

本業務は、統合・集約化対
象システムの仮想サーバ等
に対して実行可能な形式と
なるバッチ処理を対象とす
る。
なお、本業務に必要なバッ
チ等は統合・集約化対象シ
ステム側が事前に動作確認
を行った上で、政府共通プ
ラットフォームに提供される
ものとする。

要162 13-21 質問 要件定義書 123
12.4.2運用業務
⑱ 災害対応業務

「メインセンタ設置システムとバックアップセンタ
設置ンステム間のデータ同期」は、平常時は行
わず、災害等でバックアップセンタへ切り替え
る際に行うのでしょうか。

－

メインセンタ設置システムとバックアッ
プセンタ設置システム間のデータ同期
は、災害時のみならず、一定の頻度で
実施する必要があると考えますが、具
体的な頻度等は設計段階で検討しま
す。

－

要163 15-50 質問 要件定義書 125

12. 運用・保守要件
定義
12.6. データ管理要
件
12.6.1. バックアップ

要件

「バックアップの取得時期及び範囲について、
政府共通プラットフォームと調整を行う。」とあり
ますが、「統合・集約化対象システムと調整を
行う。」という認識で問題ありませんでしょうか。

貴見のとおり修正します。

バックアップの取得時期及
び範囲について、政府共通
プラットフォーム統合・集約
化対象システムと調整を行
う。

要164 7-4 意見 要件定義書 127
12.7.1. データセン
ター
(1) 場所

「メインセンタ及びバックアップセンタは、行政
機関の要保護情報を扱うため、国内にあるこ
と。」とされているが、
具体的に想定されている地理的立地条件につ
いて明記していただきたい。

運用・保守の設計要件（総務省及び各府
省の職員、保守要員の駆け付け、リモー
ト保守の要否等）として必要なため。

御指摘の点については、設計段階に
おいて検討します。

－

要165 4-29 意見 要件定義書 127 12.7.1（1）場所

要件定義書上、「メインセンタは、運用管理室
から公共交通機関を利用して可能な限り迅速
に到着できる場所にあること」とありますが、
（運用管理室の設置場所が未定であることを踏
まえ、）「お客様拠点から公共交通機関を利用
して１時間以内で」といった具体的な要求条件
を記載すべきと考えます。

駆け付けに時間がかかることは緊急時
の対応において復旧時間等に支障を与
える可能性があるため。

御指摘の点については、設計段階に
おいて検討します。

－

要166 2-2 意見 要件定義書 127

12.7.1　データセンタ
（1）場所

「バックアップセンタは、メインセンタで被災した
災害と同様の災害に見舞われない場所」とあり
ますが、東日本大震災を踏まえて事業継続の
ための要件を、調達者として明記すべきだと考
えます。
例えば、「メインセンタを首都圏とした場合、
バックアップセンタは西日本（60Hzエリア）とす
る」と明記してはどうでしょうか。

「メインセンタで被災した災害と同様の災
害に見舞われない場所」という表現はあ
いまいであり、事業継続性が十分に担保
できないリスクがあると考えられます。東
日本大震災（電力需要逼迫による計画停
電等の影響を含む）を踏まえた場合、仮
にメインセンタが首都圏とした場合、バッ
クアップセンタは東京電力および東北電
力管内ではない西日本（60Hzエリア）とす
ることが望ましいと考えます。

東日本大震災を踏まえた対応につい
ては、必要に応じて設計段階において
検討する予定です。

－

要167 4-31 意見 要件定義書 128 12.7.1（5）電気設備

要件定義書上、「緊急通行車両による燃料補
給が可能な燃料供給業者と優先補給契約を結
んでいること」とありますが、「緊急通行車両に
よる燃料補給」という制限となる記述は削除す
るべきと考えます。

民間企業への緊急通行車両指定は特例
措置として取られるものであり、入札段階
では確約できないため。

貴見を踏まえ修正します。

自家発電装置の備蓄燃料
が枯渇するまでに燃料供給
が可能となるよう、緊急通行
車両による燃料補給が可能
な燃料供給業者と優先補給
契約を結んでいること。

要168 4-32 意見 要件定義書 128
12.7.1（6）セキュリ
ティ対策

要件定義書上、「ISMS、プライバシーマークの
認定を取得しているデータセンタ事業者を採択
する」旨の要求事項を記載すべきと考えます。

個人情報を取り扱う事業内容ということを
考慮し、セキュリティ対策に関する客観的
な認定基準を満たしている事業者を採択
することが適切であるため。

要件定義書は、システムの要件を示し
たものであり、施設・設備賃貸借事業
者に対する応札条件については、調達
仕様書に記述することとしています。こ
のため、原案のとおりとします。

－

要169 4-30 意見 要件定義書 128 12.7.2（1）フロア

要件定義書上、フロアに関して「電源配線及び
機器間の配線について、床下に配線できるよう
な設備（フリーアクセス床）を使用しているこ
と。」とありますが、「床下等に配線できるよう
な」という記述にすべきと考えます。

データセンター設備には、床下だけでな
く、天井裏に配線することも可能であり、
限定した表現にするべきでないため。

貴見を踏まえ修正します。
（前略）床下等に配線できる
ような設備（フリーアクセス
床）を使用していること。

要170 15-51 質問 要件定義書 129

12.7.運用施設・設備
要件
12.7.2.機械室
(3)空気調和設備

「それぞれの機器冷却方式に対応できるよう床
下からの冷気の噴出し口が可能な限り自由に
変更できること」とありますが、空調効率最適化
の観点から、データセンター側で変更の必要が
ないと判断できる場合は、変更不要でしょう
か。

御指摘の点については、設計段階に
おいて検討します。

－

要171 6-32 意見 要件定義書 129 12.7.3 運用管理室
運用管理室については、バックアップ施設の規
程がありませんが、運用管理室の被災に対す
る考慮が必要と思われます。

運用管理室が被災すると、政府共通プ
ラットフォーム全体の運用・管理が実施で
きなくなり、事実上政府共通プラット
フォームが利用不能となると考えられま
す。

運用に必要な最小限の端末等は、メイ
ンセンタ等に予め設置しておくことも可
能であることから、運用管理室のバック
アップ施設を作ることは想定していま
せん。
御指摘の点については、設計段階に
おいて検討します。

－

要172 15-52 質問 要件定義書 129

12.7.運用施設・設備
要件
12.7.3.運用管理室

建物の耐震対策等の要件はありますでしょう
か。

御指摘の点については、設計段階に
おいて検討します。

－

要173 15-53 質問 要件定義書 129

12.7.運用施設・設備
要件
12.7.4.統合・集約化
対象システム管理室

統合・集約化対象システム管理室は、データセ
ンター及び運用管理室と別の建屋でも構わな
いという理解でよろしいでしょうか。またその場
合、データセンターからの距離制限はございま
すでしょうか。

御指摘の点については、設計段階に
おいて検討します。

－
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要174 15-54 質問 要件定義書 129

12.7.運用施設・設備
要件
12.7.4.統合・集約化
対象システム管理室

建物の耐震対策等のご要件はありますでしょう
か。

御指摘の点については、設計段階に
おいて検討します。

－
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総務省
11,716百万円

【一般競争契約（総合評価）、国庫債務負担行為等】

A株式会社（2社）
9,401首万円

ソステム（ハードウェア ・ ソ7トウェ7）等借入

事業番号 0035 

［一般競争契約（総合評価λ国庫債務負担行為等、随意契約（公募）］

B株式会社（3社）、
2,156百万円

システム運用・保守

E株式会社（2社）
89百万円

［一般競争契約（最低価格）、随意契約｛公募）、（少額）、（その他）］

C株式会社（57，：土）
148百万円

庁舎改修、備品購入等

【一般競争契約（最低価格）］

0.有隙資任監斎法人（1団体）
10百万円

システム監棄

008740
スタンプ
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